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はじめに
　皆さんの手元にある１㎝以上の厚さの資料
ですが、これがあれば本当は、今日ここで喋
らなくても皆さんができるようになっていま
す。全てをお話でお伝えしても明日には忘れ
てしまいます。皆さんに置いていけないこと
もでてきます。この資料は、皆さんが持ち
帰っていただいて、ここに書かれているとお
りにやれば私債権の回収は必ずできるように
なっています。そうなると、あとはやる気の
問題です。本日、お渡しした資料は、STEP
１からSTEP９までとなります。この資料を
もとに、これまで何度か自治体職員を前にお
話させていただきましたが、物事は何でもそ
うですが、先発よりも、後発の方が段々よく
なります。ですから、段々よくなる法華の太
鼓として、昨年、山形でお話ししときよりも
北海道日高町のときの方が充実しております
し、その日高町よりも、本日、同席している
菅原さんがいる浦幌町でやったときの方が内
容は充実しています。先月は、沖縄県石垣市
で職員研修を仰せつかりましたが、さらに内
容は充実しました。そして今回、今の段階で
はマッセ大阪での資料が一番いいものに仕上
がっております。私の蓄積としては、これが
今のところマックスですから、本日、参加さ
れた皆さんはラッキーだと思ってください。

今日の資料について説明
　早速始めたいと思いますが、STEP１は
「支払督促」からスタートということで、
STEP１～STEP４までがワンセットになり
ます。「支払督促」を申立ててから差押えに
至るまでです。続いてSTEP５～STEP９が
あります。STEP５は、税務課でも使うこと
のある「第三債務者に対する取立訴訟」のサ
ンプルです。これは、第三債務者に滞納処分
を行ったが支払われないという場合、その先、
民事案件として回収していくというもので
す。STEP６は「支払督促」とは違い「訴え
の提起」であります。弁護士、司法書士、サ
ラ金などがよくやる手法がこれです。皆さん
の町の住宅管理グループですとか、住宅係で
は、この「訴えの提起」ばかりをやっていま
す。STEP７は、どこもやられていないと思
いますが、われわれ申立人が、執行裁判所に
申立てる際に予納する費用の回収についてで
す。私も皆さんも次々と民事案件を進めてい
きますと強制執行に辿り着きます。この強制
執行をやるには、40万円程度の予納金を裁判
所に積まなければなりません。そこで、この
ときに予納した金銭はどうやって回収するの
か？私は、既に回収に成功しておりますので、
それでSTEP７を用意しました。STEP８は、
もうそろそろタイミング的には下火と思いま
すが、「多重債務者に係る過払金の回収」で
す。私債権を守備範囲とする私が、公債権の
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皆さんを食べさせようという発想で、たかだ
か10日ぐらいの間で35件の多重債務者救済と
債権回収を同時にやっております。そうしま
すと、これが見事に決まりまして、中には
三千万円の過払いや二百万円の過払いなどが
出てきました。私が進めたこの作業で、当然、
公的住宅の賃料債権は完納、租税も完納、国
保も完済、水道料金も完済、医療費も完済し
ました。さらに、公金債権が全て整理されて
も有り余って返せる金銭もこの中から生まれ
てきましたから、これをこんな流れでやっ
ていますよ、というのがSTEP８になります。
STEP９は、そんな救済事案から失敗してし
まった失敗談です。これも、同じように多重
債務者の救済を進めたのですが、車検証に
は、自動車の所有者と使用者が記載されてい
ますよね。親子での多重債務世帯で、娘が破
産、母親は任意整理として救済を進め、娘が
破産しても車を持ち続けていられるように意
図したものですが、車検証の使用者と所有者
がイコールにも関わらず、所有権留保がない
時と同じように車は差押えられ、残りの残債
が連帯保証人である母親に飛び火してしまっ
た、というのが中身です。かなり危険でした。
私は、所有権留保がないので破産しても車は
持っていかれない筈なのにと思っていました
が、既に車のローン会社が裁判を起こしてお
りまして、また口頭弁論の期日も決まり、被
告である娘が法廷に出頭しなかった末の対応
ミスです。多重債務から救済するのと同時に
生活立直しとして就労先までの足を確保する
シナリオでしたが、車を失なわせてしまっ
た。相手方には申し訳ないことをしてしまい
ました。ですから、失敗談になります。これ
は今まで資料として付けたことがないので、
STEP７もSTEP９も今回資料として綴るの
はお初であります。以上が今回の資料です。

　では、いきなりですが「トロイカ　とろい
さ」と書いてある資料に移ります。皆さんに
「馬鹿なタイトルつけるなよ！」と言われて
しまいそうですが、これにも意図がありまし
て、皆さんご存じトロイカというのはロシア
の馬車です。馬が３頭、真ん中が中馬、この
中馬が両サイドの馬を引っ張るでしょう。多
分、皆さんの町でも私債権整理というのは積
極的にやっていないと思いますので、これか
らは皆さんが中馬として中心になって動かし
ていきましょう！という僕からの提案です。
それでトロイカとしています。そして、トロ
イカに準えて「とろいさ」。民事案件は、租
税、公債権のように次から次へといきませ
ん。苦労して、苦労して、悩んで、さらに苦
労して進めていきますから、中々途中で諦め
られない。いいところまではいきますが中々
取れない。そして時間が掛かります。よっ
て、「トロイカ　とろいさ」、時間が掛かり
「とっても、取っても、ろうりょくつかい面
倒な、いらつくさいばん民事司法」ここは笑
うところですが「よって、皆が諦める、した
がって、皆さんが中馬開拓者、誰かが取らな
～あかんでしょ」言葉の使い方が合っている
のかどうかは分かりませんが、大阪弁から始
めてまいりたいと思います。

自治体が保有する債権の種類
　「トロイカ　とろいさ」の右側の資料から
進めていきます。皆さんご存じのように、役
所には強制徴収公債権と非強制徴収公債権そ
して私債権、この三種類があるのはご存じで
すよね。自治法や自治令では、この三つの債
権の債権構造について夫々異なった取扱いを
しています。皆さんが役所に帰ってから先ず
先にやるとしたら、この三つの分類に仕分け
ることから始めなければなりません。資料の
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下には１、２、３と三分割にされています。
本日、皆さんの所属を見ますと徴税関係者が
非常に多いですね。私債権の担当者は、福祉
が二人ぐらいでしたか。左側の債権「公債
権」は、皆さんも手一杯やっていますので説
明は特に要らないでしょう。行政処分であっ
たり地方税の例によると書かれていれば、全
て「強制徴収公債権」となります。宗教で言
えば、自力本願の精神。滝の中で経を唱えな
がら水をかぶるのが皆さんです。私は、何を
やっているかと言いますと、自他力本願です
から自らも頑張りますが裁判所という他力を
借りなければ進められない。自他力本願の精
神が、この賃料債権であったり水道債権で
あったりします。今日のテーマは、この黒色
の部分で帯がかかっているところの回収につ
いてです。それが「非強制徴収公債権と私債
権」です。

３－１．非強制徴収公債権について
　資料の真ん中が行政機関が有するグレー
ゾーン債権、つまり非強制徴収公債権です。
合意によって債権が発生したものなのか、処
分によって発生したものなのか判然としない
債権構造。行政実例では、住宅の使用料は公
の施設の使用料として自治法224条と225条に
ありますが、しかし、下級審である簡易裁判
所や地方裁判所、国土交通省が「これは私債
権でしょう、非強制徴収公債権ではない」と
言っておられます。しかし、総務省は「いや
いや、これは非強制徴収公債権です」と言っ
ている訳です。国レベルでも別のことを言っ
ている訳ですから、地方はどちらにしたらい
いのかと悩んでしまいます。しかし、私は回
収実務を通して言えることが一つあります。
それは、非強制徴収公債権ではなく全くの私
債権ということです。そして判断を下す相手

が裁判官でありますから、次々と民法を当て
はめ解決されていきます。そんなことで、私
は民法をよく開きます。時効も民法169条を
参照します。同法145条の援用が必要だとい
うところを見ています。このような解釈で進
めていかれた方がストレスもなく、いいよう
に思います。

３－２．私債権について
　私債権とは、私法上の原因（契約・不法行
為・事務管理・不当利得）に基づいて発生す
る債権。これは、両当事者の合意に基づいて
発生する債権です。契約も不法行為も事務管
理も、また不当利得も、全て民法の目次にあ
るのはご存じですか？あまり普段の仕事で民
法をじっくり見るということはないですよね。
税務サイドでは、国税徴収法や地方税法はよ
く見るのかもしれませんが、これは全て民法
の目次ですから、私債権は民法に基づいて発
生する債権と考えた方がいいと思います。連
帯保証人や日常家事債務の定義もそうであり
ます。両当事者の合意や契約によって発生す
るものは全て私法上の債権。非強制徴収公債
権も私債権も全て代位執行、民事裁判で回収
を進めていきます。民事債権は、おおよそ回
収チャネルは三つになります。１つ目が「訴
えの提起」、通常裁判を起こして回収する方
法です。これは、準備が面倒で、印紙額が高
い、結論までに時間が掛かり、件数をこなせ
ない、作文形式での組立てになります。皆さ
んの手元にあるSTEP６を見てください。皆
さんの日課や時間配分を考えると、これを一
件一件やっている時間はありませんよね。こ
のSTEP６の資料でワンセットですから面倒
くさいでしょう。税では「これは取れない」
と思ったら次々と別な財産を調査し進めてい
きますが、この厚さで１件分ですから、おい
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それとは次の債権にいけないのが現実です。
それで、この手続きを中心にするにはちょっ
と面倒だということで、二つ目、もう少し楽
な「少額訴訟」というのがあります。少額訴
訟は、60万円以下の債権10件までしか着手で
きません。では、11件目はどうするのか？と
言いましたら、一つ目の「訴えの提起」を起
こすか、又は、次の三つ目となる「支払督
促」に切り替えなければならない。この「少
額訴訟」を10件やったとして11件目からは
「支払督促」というのは非常に面倒です。で
すから私の場合、基本は「支払督促の併合請
求」として進めています。賃料、駐車場、水
道、し尿、給食、病院の医療費と全部まとめ
て１回の手続きで処理していきます。そうし
ますと、納める印紙額（費用）も少なくて済
みます。私たちの人件費を考えると５人や６
人夫々の係でこの作業に係っていたら、それ
だけ時間が失われます。１人で纏めてやって
しまえば残りの社員は時間が失われないで済
みます。ですから、どこの担当部署で纏めて
やるのか？と云いますと、体制上、調査権も
持っているし、多分、ひと屋根ニ所帯、税務
課でやるのが一番効率がいいのではないで
しょうか。それが一番だと思います。しかし、
先ほどの菅原さんのお話にもありましたよう
に、おいそれとは機構や体制をいじられない
ですし、私らが言ってもなかなか変わりませ
んから、皆さんは横の連携を深めながら役所
の中をまとめて上手に操作し、フローを作っ
てもらいたいと思います。
　では、三つ目のチャネル「支払督促」にて
簡便に回収する方法です。これは、申立てま
での準備が簡単で疎明が要らない。疎明とい
うのは、理由や証拠のことです。さらに「支
払督促」には10件などという件数制限があり
ません。コストも安いですし、さらに比較的

回転率が高いというのが特徴です。というこ
とで、私は、基本３番、時折１番という方法
で債権回収を進めています。今のところ、私
一人一年半ぐらいのスパンで82件程の作業に
着手しています。すべて職員が法廷原告席に
立って、切った張ったをやっていきます。裁
判所では、大した質問もなく２～３分で法定
での話し合いが終わってしまいます。お手元
の資料の右下に①～⑳と、資料の真ん中には
①～③まで表示されています。大体これぐら
いの種類の債権が自治体には存在します。そ
の中の①～⑳の幾つかの債権が非強制徴収公
債権になるのではないかと思います。細かい
ことは『自治体のための債権管理マニュア
ル』という、東京弁護士会が東京都江戸川区
から依頼され作成された㈱ぎょうせい出版の
この本に書かれてあります。生活保護の不正
受給はどうだとか、賃料債権はどうだとか、
水道料金はどうだとか、と云ったことが種類
ごとに書かれていますので、皆さんもこれを
機会に１冊持っておられてもいいかと思いま
す。戻りますが、非強制徴収公債権と私債権
は何が違うのかと云いますと不納欠損処分の
進め方、行政不服審査法が適用されるか否か
という点です。異議申立てが適用されるかさ
れないか、援用が必要か否か、というだけの
違いです。回収作業は、先程も言いましたよ
うに全て民事裁判によります。

回収あれこれ
　（私債権整理でイライラすること）
４－１．専決処分事項の指定
　一つ目、専決処分事項の指定について「議
会から長に対する委任（議員提案）」とあり
ます。皆さんの町のホーム頁をこちらにくる
前に覗きまして、あったらいいなと思いなが
ら拝見したのですが、これを纏めたのが皆さ
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んの手元にある資料の５枚目か６枚目に「市
長の専決処分事項の指定について」というの
があります。皆さんの町の市長の専決処分の
指定について、或いは町長の専決処分につい
て、これを変える必要があるのかどうかを見
てみました。この部分が関係してくる法律は、
地方自治法の96条です。先ずはじめに「普通
地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議
決しなければならない」。条例の制定や改廃
は勿論のこと予算に決算は、いろはの「い」
であります。その中、第１項第12号には「普
通地方公共団体がその当事者である審査請求
その他の不服申立て、訴えの提起」などの記
載があり「和解、あっせん、調停及び仲裁に
関することは議会の議決事項」だと書いてあ
ります。しかし、同じ自治法180条には「普
通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な
事項で、その議決により特に指定したものは
普通地方公共団体の長において、これを専決
処分にすることができる」と書かれておりま
す。但し、次の２項には「前項の規定により
専決処分をしたときは、普通地方公共団体の
長は、これを議会に報告しなければならな
い」とされています。要するに、われわれの
庁内稟議、先決後議で仕事を進められるので
す。先に事を進めておいて後で議会に報告す
る、これが可能だということです。この専決
処分が整備されていなければなりません。
　もう一枚頁を捲りますと、これは議会事務
局から頂いた資料を私が打ち込んだものです
が、タイトル「専決処分の委任について」と
あります。私もはじめは、私債権整理を進め
るに際し、専決処分が必要なことも知りませ
んでしたが、ご存じのように日本は敗戦国で
ありますが、ここにGHQ（連合国軍総司令
部）と記載があるでしょう。どうもこの専決
処分には、GHQがテコ入れをして今の形に

なっているようなのです。戦前は、民事案件
も市長の専決処分のみで仕事を進めることが
できましたが「それでは駄目だ、こうしなさ
い」という決まりが、この時できた訳です。
では、
Ｑ１、地方自治法制定のとき、どのようなこ
とが問題になったか？
Ａ１、①長に専決を委任するときは「簡易な
事項」とする、②委任は「その議決により特
に指定したもの」とする、③専決処分したと
き「議会に報告しなければならない」という
注文を付けられて現行スタイルになりました。
Ｑ２、専決処分を委任できるか？
Ａ２、軽易な事項については、議会が議決に
より長に専決処分することを委任することが
できる。これを委任による専決処分と呼ぶ。
先ほどの「普通地方公共団体の議決の権限に
属する軽易な事項で、その議決により特に指
定したものは、普通地方公共団体の長におい
て、これを専決処分にすることができる。前
項の規定により専決処分をしたときは、普通
地方公共団体の長は、これを議会に報告しな
ければならない」というところです。
Ｑ３、委任できる事項に基準はあるのか？
Ａ３、軽易な事項に基準はありません。当該
団体の財政規模、人口等を勘案して具体的に
指定することになります。ですから、「財政
規模や人口等」と書いていますから、市には
専決処分の指定があるけども町村にはないと
ころが多いようです。先月、沖縄県石垣市に
行ったときに、石垣市、竹富町、宮古島市な
ど色々とこの専決処分をネットで調べたので
すが、やはりあるところとないところがあり
ました。大阪府内も一緒で、あるところとな
いところが散見されました。例えば、富田林
市では⑵の中で「市営住宅の明渡しに応じな
い者に対する訴訟、和解及び調停に関する事
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項」と書いてあります。市営住宅のことは、
ここに書いてありますから市長の専決処分で
作業を進められますが、それ以外の債権は、
先に議会の議決が必要になります。その他の
役所を見てみるとパーフェクトなところもあ
ります。パーフェクトなところは、例えば、
Ａ頁の池田市です。⑵に「市営住宅の家賃等
の請求及び明渡し請求に係る訴えの提起、和
解及び調停に関すること」、⑶で「目的物の
価格が100万円以内の審査請求、その他の不
服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調
停」と書かれていますから完璧です。どの債
権も直ぐにでも着手できます。
　あと水道債権です。今日は、この中に水道
担当者はおられませんが、水道料金は、公営
企業法の40条に記載がありまして、企業会計
は、自治法には左右されませんから議会の議
決はいりませんし、当然、議会に対する報告
も不要です。病院の医療費も水道に同じです。
医療費は、これは市町村夫々かもしれません
が、私のところは自治体病院なので公営企業
法40条に該当します。専決処分が必要ない、
よって、議会が関係しませんから水道も病院
も影響を受けません。それ以外の債権は、議
員提案を踏まえて何かもう一つ規定を作らな
ければならないと思います。ここは軽く流し
ますので皆さん帰られてからでも見ておいて
ください。この専決処分事項の指定について
は、私のところは昭和63年に議員提案から改
正されていました。私も住宅係に来るまでは、
全く知りませんでしたが、今こうして担当者
という立場から考えますと非常にラッキー
だったなと思います。先ずは、ここから手を
掛けなければいけませんから皆さんの町の市
長・町長の専決処分事項を見てください。

４－２．私債権は地方公共団体に精通者が少
ない
　２番目は、私債権は正真正銘劣後債権、地
公体に精通者が少ない（取れないものと思っ
てきた）ということで、私も２年前までは回
収できないな？と思っていました。徴税吏員
のように次々といけないですし、相手は裁判
所ですし取れないと思っていました。でも、
何だかんだとやってるうちに私も９割方が回
収できています。私債権の差押えです。これ
もやってみて分かるのですが、公債権の差押
えとは全く違います。えらい苦労が掛かりま
すし取れないと思ってきました。先ず、①建
物からの追出し裁判（建物明渡等請求事件）
はやっていても、その後の債権回収はしてい
ない。皆さんの町の住宅係も「建物明渡等請
求事件」ということで追出し裁判を主にやっ
ているでしょう、どうでしょうか？追出し裁
判ばかりやっていませんか？いつの間にやら
追い出すことが目的になってしまっている。
まず先にやるのは回収でしょう。税務課も回
収していますし、私らも回収していかなけれ
ばなりません。居住権を奪う前に回収が先で
す。全国の都道府県に市町村、皆さんこの辺
が間違えてしまっています。例えば、100万
円の滞納があるうえに建物明渡しの強制執行
で40万円の予納金を執行裁判所に支払ってい
ます。これで100万円のマイナスがさらに40
万加算され、マイナス140万に不利益が拡大。
建物明渡しというのは、裁判を進めて判決を
もらいます。その後、執行裁判所に対し強制
執行を依頼するのですが、この時に40万円程
度の費用が掛かります。法律の話になります
が、費用法や民事訴訟法には「この費用は被
告の負担だ」と書いてありますが、当然、被
告が負担する訳がありませんから、原告の皆
さんがこの費用を予算化し立替払いを行って
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後で回収する流れになる訳です。しかし、こ
れが大体にして回収できません。最も回収す
る気もありません。100万円の滞納があるう
えに40万円も裁判所に支払って、例え、明渡
しが実現したとしてもその先には、さらに修
繕費が待ち構えています。当然、新しい入居
者を募るには修繕や美装作業が必要です。も
し、この回収業務が、自分が社長である会社
の一事業だとしたら皆さんはそんな無駄なコ
ストを掛けますか？きっと、やらないでしょ
う。既に100万円の未収金があるのに、さら
に40万、さらに50万、その先、入居者が現れ
るのかどうかも保障がありませんから、そん
な選択を普通はしない訳です。ですから、ま
ず先に回収を進めましょうということです。
　今、進められている明渡裁判は不利益拡大
の作業、皆さんの自己満足でしかありません。
これが都道府県に市町村のこれまでの仕事の
中身です。次の入居者は、まあまあ喜びます
が実入りがありません。今になっては、全国
の自治体が自治体財政健全化法下にあります。
この法律が制定されてからは、我々公務員も
損益分岐点や利益率を考えるようになりまし
た。住宅であろうが、税であろうが、知事に
しても市町村長にしても、首長の立場からす
ると何処も金がない訳ですから、公債権でも
私債権でも収益が上がればどちらでもいい話
です。最初にお話した自治体債権を三分類に
した表がありましたが、どこの自治体にも公
債権が７割、私債権が３割程度あります。６
対４のところもあります。税だけが回収作業
をやっていればいいのか？というと、そうで
はありませんから、当然、私債権も整理しな
ければいけません。今ほど言いましたように、
とにかく利益率を考える、住宅だろうが税だ
ろうが関係ないのです。
　気が付けば、私のところを管轄する北海道

庁でも7.5パーセントの給料カットをされて
います。ここのところは先に触れるべきでし
たが、２年前に赤平市は30パーセントの給与
カットを行いました。当然、職員にも家族は
いますし住宅ローンを抱えている人は払えな
くなくなりました。これからどうするのか？
…給与カットが三割にもなると食べていけな
くなる人達も出てきます。そうして、昨年が
二割、今年はなんとか11パーセントの給与
カット。先ほど債権回収に力を入れ頑張って
いると紹介しました長崎県平戸市も現在５
パーセントの給与カットをやっています。彼
らも、さらにカットは増えると言っていまし
た。金がなくて賃金にも手を付けなくてはな
らない財政状況、そんな状況であればなおさ
ら私債権の回収についても、やらなきゃなら
ないことは既に決まっています。ですから、
皆さんが開拓者、トロイカの先頭馬車なんだ
と先ほども言った訳です。
　さて、次に②番の「家を奪ったうえに給
与・預金の差押えまでやることが本当に正し
いのか？これを理由に回収せず」についてで
す。都道府県庁は、家を奪って、そのうえ差
押えまでやるのか？と鈍いことを言っていま
す。北海道庁にも他の県庁さんにも「皆さん
の役所の納税課を見てください」と、よく
言っています。税務課は、泥水をすすりなが
ら仕事をやっています。後で出てきますが、
僕の町がSL機関車Ｄ51の模型をネット公売
したときに役所の方針は「やるな！」という
ことでしたが、私も当時は徴税吏員でしたか
ら自ら決断し捜索公売の作業を進めました。
その結果、これに係わった職員２名が人事異
動になります。その一人が私です。上司から
は「お前ら、せいぜい好きなことをやっとけ、
人事異動もあるからな」と言われ、初めは冗
談かと思いましたが、住民や法人経営者から
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は我々の仕事を非常に喜んでいただきました
が、その後、本当に人事異動で、今がその住
宅係という訳です。笑っちゃいます。このこ
とからすると住宅担当者も「家を奪ったうえ
に預金の差押えまでやることが本当に正しい
のか？これを理由に回収せず」というのでは
なく、同じ屋根の下で仕事をしている他の部
署をきちんと見て欲しいのです。感度が変わ
るでしょう。辛いのはあなたたちだけではな
いと気付かせてあげるのです。住宅担当は、
依然ぬるいと感じます。
　ここで考えたいのは「９割以上の住民は苦
しくても公金を払っている事実」であります。
この感情はどうするのか？これは、公債権も
私債権も同じ状況ですが、住民の９割以上は
きちんと納めています。滞納整理は、たかだ
か１割程度の話です。この９割を無視してい
いのか？ということになるでしょう。それに
加えて滞納整理をやらないと住民監査請求で
今度は首長が糾弾されてしまいます、これを
社員はどう考えるのか？首長なんて選挙で変
わるから誰でもいいや、と思っていません
か？違うでしょう。これからは、サイレント
マジョリティーは黙っていないですよ。住民
皆さんも生活が苦しいですから、当然、黙っ
てはいません。
　続いて、③裁判事案は弁護士や司法書士に
金を払って依頼するものだと勝手に決め付け
てきた、金を払って人任せでいいのか？これ
はどうでしょうか？これからは、何でも人に
頼むのではなく自分でやらなきゃ駄目です。
皆さんも必ず出来ますので、そうですよ。既
に皆さんの手元には私の資料がありますし、
これからは自分で進めてください。金を払っ
て人任せはやめてください。
　④裁判所は行政職員より仕事をしていない、
これは事実、しかも彼らは私らと同じ公務員

（単なる窓口）ということで、このことは、
裁判所に行くとよく分かります。電気はつい
ています、しかし、手は動いていない、電話
もあっちこっちと鳴り響いていません。それ
で、私たちが申立てのことで相談に行けば書
記官が鈍いことを言ってきます。是非、皆さ
ん裁判所を一度見に行ってください。仕事の
ついでにでも法廷を覗き、裁判を傍聴してみ
てください。ふらりと中に入り裁判所の窓口
を見てみると僕の言っていることが解ります。
皆さんの方がずっと仕事をやっていますので、
自信をもってください。
　⑤まずは法廷（口頭弁論）に足を運んで体
験してみよう。裁判所という看板だけを大き
く見るのではなく、実際に足を運んで見てみ
ることです。よろしいですか？

４－３．回転率の高い手法を選択する
　「訴状、少額訴訟、支払督促」について調
べ、時間がないので回転率の高い方法をチョ
イスした。赤平市は「支払督促」を中心に回
収作業を進めております。先ず１つ目ですが
「訴状、訴えの提起（疎明が必要）」につ
いてです。この方法は、契約時から現在ま
で、建物の価額や構造、図面、証拠や折衝経
過等々が必要です。STEP６の分厚い資料で
１件分になります。この「訴えの提起」は不
当利得返還請求事件、過払金請求事件、貸金
等請求事件など、最近は裁判所の貼り出しを
見る限り朝から晩までこればかりやってます。
大きい裁判所でありますと１日に50件、60件
とやっています。続いて、２つ目「少額訴
訟」です。60万円以下の債権額で10件までし
か着手できません。11件目からは、別な方法
にシフトしなければならない。内容が重複す
るのは私のミスです、申し訳ありません。そ
して、３つ目は「支払督促」です。この手続
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きは、疎明が不要、件数に制限がない、費用
が安価であります。この「支払督促」の制度
はまだ歴史が浅く、一応債権整理が簡便に行
われるよう用意された手続き手法です。サラ
金や弁護士が、いま凄い勢いでやっています
ので、その影響から前身の支払命令が廃止
となり支払督促が誕生しました。STEP１～
STEP４までの作業を進めることで私債権は
必ず回収できます。異議申立てが出されても
皆さん直ぐに対応できるよう資料化されてお
ります。
　それと大阪府内は、民事訴訟法397条に記
載される「電子情報処理組織による支払督促
の申立て」が可能です。法律を見ますと、わ
ざわざ難しく書いているんじゃないの？と言
いたくなりますが「電子情報処理組織」とい
うのは、つまり「オンラインシステム」のこ
とを指しています。北海道内では、まだ使え
ないシステムですが、ネット検索で「大阪地
裁」と叩きますと「督促手続オンラインシス
テム」というのが出てきます。本日、帰られ
ましたらここを見て欲しいのですが、現在は、
南は沖縄、東は新潟まで、このオンラインシ
ステムが使えます。用意されている債権種目
は「貸金、立替金、求償金、売買代金、通信
料、リース料」この六つの６類型としてUP
されております。これら６類型の債権につい
ては、インターネットから「支払督促」の申
立てができます。ペーパーレスで進める方法
です。但し、役所が抱えています賃料債権、
水道債権は、この中には入っていません。そ
れで、ここ大阪に入る前に、大阪府はこの方
法が使えますし折角の機会ですから調べて皆
さんに伝えようと東京簡易裁判所の民事第７
室に電話をかけて聞いてみました。そうしま
すと「これから先も、水道も家賃も予定がな
い」と言うのです。何のために作ったシステ

ムなんだ！と言いたくなりましたが、そうは
云っても６類型しかできない状況です。只、
都道府県庁には、先程、貸金と言いましたが
「奨学資金は貸金」に当たりますから、こ
のシステムが使用できます。熊本県庁さん
は、今日ここに来る前にも相談の電話を頂き
まして「毎年、数千万ずつ奨学金の滞納が増
えていく」と言われていました。昨日は、大
阪府庁の職員さんとも同じ件で話をしました
が「既に大阪府にも数十億もの債権がある」
と言われております。ですから、この貸金債
権もオンラインシステムでの申立てができま
すから、これを使ってでも積極的にやらない
といけない、そんな状況にあります。そこで、
これを誰がやるのか？ということにもなりま
す。単発にて誰かがやればいいのか？という
話ではなく時効管理のこともありますから、
全庁的に勢いよくやらないと駄目だと思いま
す。回転率を上げることです。住宅賃料は、
この先もオンラインシステムでは予定があり
ません。多分、これなんかは、経産省と法務
省との接着剤に内閣府なんかがなって民間に
配慮することを目的に創られたオンラインシ
ステムだと思います。この先も行政にはあま
り恩恵がないでしょう。そして、皆さんのお
手元にある支払督促の書類を裁判所に持って
いきますと入口ベースで郵便切手が1,130円
必要になります。しかし、このオンラインシ
ステムでは、郵便代金だけで１件７千円とお
高い内容です。10件申立てをすると７万円、
100件やったら70万円です。そんな金は、ど
こを探しても今の行政にはありませんからオ
ンラインも考えものです。

４－４．支払督促の書類送達
　４つ目、支払督促の書類送達になりますが、
入り口である書類送達が進まない（チャンス
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は４回）、１通常、２就業場所、３休日、４
書留です。裁判所も素直に書留と言えばいい
のに「書留のことを付郵便」と言います。覚
えておいてください。
　①私債権者には調査権がない、よって進ま
ない。就業場所、転出先不明、実態調査不可、
債権整理に必要な情報がありません。そこで
「賃料等請求事件」として「賃料等」で括り
ます。住宅家賃の請求にその他の債権を付随
させてしまうと云った発想です。公的住宅の
収入申告が、実は私債権整理のうえでは鍵を
握ります。住宅担当は、毎年の収入申告から
かろうじて情報を持っています。問題は、そ
の他の私債権。上水道、し尿、給食費、幼稚
園入園料、病院の医療費等々、情報が何もあ
りません。よって、情報を持っている住宅係。
病院単独では無理です、幼稚園単独でも無理
です。無理というのは、何れの債権も「支払
督促」は送ることができます。ただ書類を
作って送ればいいだけですからね。でも病院
単独で進めると調査権がない訳ですから、出
しっ放しになり費用がかかって終わってし
まう。したがって「賃料等」ということで
「等」で括り、住宅係が全ての債権の面倒を
見るという構想が出てきます。さらに件数を
こなし、ゆくゆくコスト面なんかを考え始め
ると皆さんがやり始めるのは「債権を括る」
ということだと思います。誰だって、少しで
もコストが掛らない方がいいですからね。し
かし、賃料債権が役所にない場合は、ちょっ
と考えなければなりません。水道料金請求事
件というのはあまり聞きませんが、私も裁判
所に何度も足を運んでおりますが、そういう
貼出しは未だ見たことがありません。では、
どうするのか？賃料債権がない場合は、やは
り単独でやるしか方法がありません。支払督
促も送れるには送れますが、後々の差押えが

できないので、そこは、きちんと入口ベース
で契約時からの組立てを考える必要がありま
す。連帯保証人も複数人つけることで、後々
の回収精度にも繋がってきます。
　次に、②特別送達だから届かない。特別送
達という送達方法を聞いたことがあります
か？特別送達という方法で裁判所は書類を送
付していきます。これは1,050円と郵便代が
お高くつきます。そして、この方法だからこ
そ中々届かないということにもなります。相
手方が居留守の場合、仮に住所が正しくても
手渡しなので届きません。この書類を受取る
場合は「本人かどうか、しっかり確認」を行
い、はんこを押させて、郵便事業会社は裁判
所に対し「届きましたよ」と通知する方法に
なります。そんな送達内容なので仮に居留守
をやられると届かない訳です。こうなると、
大変多くの時間をかけて単なる送達作業だけ
なのに最後は書留に辿り着きます。この間、
毎回、毎回、1,050円に通知用の80円が掛か
りますから1,130円、1,130円、1,250円、1,130
円と、どんどん小銭が出ていきます。「支払
督促」の送達については「民事訴訟法第382
条以降」にその記載があります。「訴えの提
起は、民事訴訟法98条以降」に送達方法が記
載されています。「支払督促」では、382条
以降において一番最初に見なければいけない
ところが括弧書きの「日本国内において公示
送達によらないで送達することができる場合
に限る」の部分です。そこには公示送達がで
きないと記載されています。よって、住所や
居所がない場合は、この「支払督促」も有効
ではありません。送達先として指定した場所
が全て違う、このような場合は「支払督促」
を選択してはいけません。でも「訴えの提起、
民事訴訟法の98条以降」の場合ですと「租税
と送達方法は一緒」ですから有効です。国税
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を内容としたある本には、地方税に関する法
律の規定では、地方団体が発送する書類は、
郵便による送達または交付送達により、住所
または居所に送達となっています。地方税の
ように出会送達や補充送達、差置送達などの
規定が適用される場合は「訴状、訴えの提
起」を行ったときであります。何度も言いま
すが「訴状、訴えの提起」は、租税と同じよ
うに公示送達ができますし出会送達、補充送
達が可能です。只、書類を作るのが面倒で費
用も少しばかりお高めという点での違いはあ
ります。
　続いて、③書類が送達されても異議申立て
が出されるケースが多い、支払督促は５割以
上の確率で異議申立てに移行します。次のと
ころでその答えが出てきます。

４－５．異議申立てから口頭弁論へ
　異議申立てから口頭弁論に移行しても相手
が来るとは限らない。相手方には、異議申立
てを出したんだから法廷に来いよ！と言いた
くなりますが、これが中々来ません。こんな
口頭弁論で失速し、作業は増え、負担も増え、
こんなのがポンポン出てきます。何故、５割
以上の確率で異議申立てが出てくるのでしょ
うか？これは、裁判所がご丁寧なことに支払
督促の送付時に「異議申立てを出してくださ
いね」というような具合に「督促異議申立書
と答弁書を一緒に同封」し送るからです。督
促異議を出さないとおかしいような状況をつ
くり送っています。よって、簡単に異議申立
てが出てきてしまう、これで作業増。これを
裁判所書記官に「やめてくれ！」とは言えな
い訳ですから、こんなルールで自ら面倒を作
る裁判所、民事司法となる訳です。
　次に、②異議申立てが出された場合のロス
についてです。このロスについは色々ありま

す。先ず、相手方が出した督促異議から１カ
月程度先の弁論期日まで整理は持ち越し支払
いも起きない。裁判官の夏休みがここに入れ
ば２カ月先の口頭弁論になったりします。世
の中、人が困っているのに夏休みが優先さ
れるんですね。私も去年だったか一昨年前
だったか、５月ぐらいに支払督促を持って行
き、いつものように異議申立てが出されまし
た。すると書記官から連絡があり「弁論期日
は何時にしますか？」と期日を聞いてきまし
た。債務者には聞きません。そう聞かれて私
も「では、６月の中旬ぐらいにお願いしま
す」そう言いますと「いや、６月は駄目で
す」では「７月はどうですか？」と聞きます
と「７月も駄目です」それならと「何時なら
いいのですか？」と聞いてみると「８月の頭
で」…そこで「何で？」と聞きましたら「裁
判官の夏休みがありますから」と言ってきま
した。こんなことで２カ月や３カ月、当たり
前のように遅れていきます。『裁判の秘密』
という本が書店に行くと置いてあります。そ
の辺のことについては、民事司法の今現在の
ルールなんかが全て書かれていますから、こ
の本を読むだけで頭の中が非常にクリアにな
ります。それと、今日のこの資料を見ながら
作業を進めれば完璧に皆さんできます。
　続いて、「支払督促印紙額－訴状印紙額＝
△不足印紙額」の部分です。「支払督促と訴
えの提起のコスト面」での比較です。先ほど
の３番と１番の比較になります。そこで100
万円の未収金がある状況で「訴えの提起」を
行うとしたら１万円の印紙が必要となりま
す。同じ件について「支払督促を申立てた場
合は、訴えの提起の半額の費用」で済みます
から５千円の印紙が必要です。しかし、ひと
たび相手方から「督促異議の申立て」が出さ
れますと先程の５千円－１万円という単純計
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算から５千円が足りないということになり
ます。足りない５千円は、期日請書、指定
書、専決処分書、切手と一緒に納付書をつけ
て裁判所に納めます。この一連の督促異議の
ことを考えますと、初めから通常裁判を求め
た「訴えの提起」でもいいのかもしれませ
ん。また、我々が裁判所に出廷しますとサラ
金ですとか弁護士、司法書士、色々な方々が
いらっしゃいます。大きい裁判所が第一審の
管轄（窓口）だったりする口頭弁論でしたら
傍聴人の数も50人、いや100人と、そんな空
気の中で我々職員が原告席に座り陳述を行い
ます。戻りますが、口頭弁論の期日が一旦決
まりましたら、今度は弁論に備え裁判所に対
しての提出書類「和解条項・準備書面・上申
書」などの書類を作成する作業が出てきま
す。準備書面や上申書は、作文形式によりま
す。今ほどお話しました「和解条項・準備書
面・上申書」については、いつも必要になる
ということではありませんが、第一審の管轄
（窓口）が近場の裁判所である場合には、和
解条項だけで構いません。準備書面や上申書
は、どういう時に必要になるかと云いますと、
自ら出頭することができず自分の口を使って
陳述できない場合の対応策です。それとは逆
に自らが出頭できる場合は、事前に用意した
和解条項案を書記官に提出し当日の弁論に臨
みます。もうひとつ、遠隔地の場合について
例をあげて説明しますと、第一審の管轄が遠
隔地の場合、例えば、相手方の住所が富田林
市にあり一時出稼ぎのため上京、今現在の居
所が東京にあるという想定です。このような
場合は、今現在、東京に働きに来ている訳で
すから相手方が今いる居所（東京簡裁）が第
一審の管轄になります。当然、督促異議の申
立てが出ると旅費を掛けて遠くまで出かけ
ていく必要があります。こうなるとHOME

ではなくAWAYでの戦いになります。した
がって、「和解条項・準備書面・上申書」の
３点セットで遠隔操作をやることになります。
もう一度おさらいします。近場の裁判所が管
轄となる場合は、和解条項だけでいい、遠く
に管轄がある場合は、３点セットで遠隔操作
を行います。旅費をセーブすることが目的に
なります。ここで見ておきたい法律は、民法
21条（住所）、民法22条（居所）、同じく23
条（仮住所とは）の部分です。債権差押えは、
民事訴訟法４条（給付の訴え）、建物明渡し
の場合は、民事訴訟法５条（財産権上の訴
え）この辺と書類の送達作業について理解し
ていれば申立先が何処か？ということが自ず
と見えてきます。
　続いて、「分割したいと言いながら被告が
法廷に現れない、答弁書による擬制陳述」に
ついてです。先程も「裁判所は、督促発布時
に一緒に督促異議申立書を同封する」と言い
ました。この「督促異議申立書」を相手方が
裁判所に提出しますと通常裁判に移行します。
さらに、続けて「答弁書」が出てくると、被
告が「擬制陳述」をしたことになります。こ
の擬制陳述があった場合、申立手続費用の回
収ができないことが多くなります。私も最初
は、何故この費用が回収できないのか？と疑
問に思いましたが、これは債権債務者双方が
弁論に出頭していて、その手数料と申立手続
費用についても話し合いができた場合につき
回収ができるというものです。しかし、先程
のように我々の知らないうちに「答弁書」が
出されていますと擬制扱いになりますから、
相手方とも話す機会はないですし、そもそも
大原則が口を使って法廷で喋るというのが口
頭弁論ですから、原告は、予め和解条項を作
成しその中に費用をつけた総額についての申
し合わせが事前にあるですとか、相手方を出
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頭させるように仕向けたりする訳です。こん
なことも、ひとつひとつ私も色々やってみて、
一つ紐解け、二つ紐解けということで漸く分
かってきましたので、ここは申立てに要した
費用が取れない場合と取れる場合についての
説明でした。
　大変重要なことに触れるのを忘れていまし
たが、この擬制陳述についてはもう一つお伝
えしておきます。原告が出頭、被告が欠席と
いう場合、裁判所に求めることができるのは
「判決」と「和解に代わる決定」です。何れ
も「執行力のある公文書」となります。「和
解と和解に代わる決定」は、微妙ですが
チョットだけ違います。裁判所が、この「和
解に代わる決定（民事訴訟法275条の２）」
を出す場合は、相手方が出頭しない場合と相
手方が擬制陳述として提出した答弁書とこち
らの和解内容が一致する場合です。双方出頭
しているときは和解になりますが、通常、和
解する場面というのは、原告が被告に譲歩し
た場合であります。判決など一括請求の主張
ができる場合は、差押えで回収できることが
可能なときに限ります。ここで調べておきた
いのが、相手方が有資力なのか？それとも無
資力なのか？ということ。我々には、依然、
調査権がない状況下にありますから、既に勤
務先が分かっている、預貯金口座が知れてい
る、このような場合でしたら胸を張って一括
請求を求めていきましょう。つまり、判決を
求めていきます。もし、和解や和解に代わる
決定を落とし所にしても支払いが起きなかっ
たとしたら、遅延損害金をつけて差押えに移
行するだけです。しかし、何も情報がない中
で「一括請求を求めます」と求めてしまって
は、その先「回収ができないのに求めてし
まった」ということになりますから落としど
ころをきちんと考えていきましょう。しかし

ながら、何故、こうも世の中で起きている民
事裁判が「８割以上も和解にて結審」される
のか？ということです。私も当初は、何故こ
んなに和解が多いのかと疑問を持ちましたが、
民事訴訟法の89条には「和解の試み」という
のがある訳です。したがって、裁判官はどん
どん和解に誘導していきます。そして「和解
は一種の分納計画」ですから、皆さんがいつ
も窓口で納税折衝をやり誓約書を書かせます
が、これと何ら変わりません。ただ、我々と
相手方との間に裁判官と書記官、司法委員
が入って話を纏めただけのことです。よっ
て、私なんかは「和解といっても分割のこと
でしょ」という感覚でいつも見ています。皆
さんの納税折衝が最高、権能もあります。こ
こまで長々と何度も和解について話をしまし
たが、所詮、和解、和解と言ったって簡単な
話だということが、これで分かりましたよね。
よくテレビに出てくる映像は、○○と○○の
裁判が「和解しました」「勝訴」とＢ４版ぐ
らいの紙を持った人が裁判所前から中継され
ます。争っている当人たちは、骨肉の争いで
あったり相当大変と思いますが、中身はとい
うと「分割納付の話を決めただけ」というこ
とになります。支払いが起きるかどうかとい
うのは別な話です。

４－６．差押えの難しさ
　次に資料の６番目です。「簡単に差押えが
できない、調査権がない、ステージが変わる、
窓口も担当者も事件名も事件番号も変わる」
全部変わってしまいます。
　①調査権がない、財産を特定できない、口
座も勤務先も探せません、こうなると対処法
がない、そのうち放置、事案は膨れ処理がで
きないが故に不良債権となる。多分、日本育
英会から権限委譲された大阪府庁の奨学資金
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もこんな状況に陥っていると思われます。
　②簡易裁判所で「債務名義（民事執行法22
条）」を取得し、地方裁判所に差押命令を求
める。
　③担当者・窓口は、簡易裁判所のＡ書記官
から、地方裁判所民事第○○部債権執行係の
Ｂ書記官へと変わります。裁判所法という法
律があります。機会があれば見ておいてくだ
さい。その中の第33条、その規定から、これ
まで何回も出てきました「訴えの提起」の場
合、債権額が140万円を超えるときは地方裁
判所が管轄、140万以下ですと簡易裁判所が
管轄になります。このように裁判所法では、
140万円をボーダーラインにしています。こ
れは「訴えの提起」の場合です。一方「支払
督促」は、と云うと、債権額が１万だろうが
１億だろうが最初の窓口（第一審の普通裁判
籍）は全て簡易裁判所が担当することになっ
ています。富田林市の場合は、富田林簡易裁
判所になります。池田市と豊能郡豊能町は大
阪池田簡易裁判所、豊中市は豊中簡易裁判所、
吹田市と摂津市は吹田簡易裁判所、そんな感
じで全国には色々と簡易裁判所がありますの
で大阪地裁のホームページを先ほどの督促オ
ンラインシステムも含めて参照してみてくだ
さい、管轄が分かります。よろしいでしょう
か？
　「訴えの提起」であっても「支払督促」で
あっても、先ほどの「民事執行法第22条（債
務名義）」を取得しないと差押えはできま
せん。債権差押えの申立先は、大阪の場合、
「大阪地方裁判所第14民事部債権執行係」に
なります。窓口は全国どこも地方裁判所の本
店になります。先程とは違い、既に債務名義
は手中にある状況ですから、本店民事部に
「債権差押命令申立事件」という事件名で差
押命令の申立てを行います。これが流れにな

ります。
　④事件名と事件番号も変わります。「支払
督促」を出しますと事件名は「賃料等請求事
件」事件番号は「平成22年（ロ）第○○○
号」となります。督促異議が出ますと、今度
は通常裁判（口頭弁論）に移行します。ここ
で、また新しい事件番号が付与されますので
「平成22年（ハ）○○○号」になります。さ
らに、法廷で判決をもらったり和解したとし
ます。しかし、この判決や和解に基づく支払
いが履行されなかったとしたら、必要な書類
一式を揃えて、先ほどの「大阪地裁第14民事
部債権執行係」に債権差押えの申立て進めま
す。ここまで行くと「平成22年（ル）第○○
○号」と、また新しい事件番号が付与されま
す。このように全て違う記号、全て違う番号
に変わります、よろしいでしょうか？
　続いて⑤賃料等請求事件「支払督促」で
す。支払督促の申立てを行い裁判所が相手方
に送付します、届きました、そこから２週間
の異議申立期間があります。分かりやすいの
は、皆さんの手元にありますNHKの記事で
す。NHKには、当然、調査権がありません
から我々以上に中々進みません。それでは、
皆さんの手元にあるNHKの新聞記事をみて
ください。悪質なケースを中心に…の下から
いきます。
（以下新聞の記事です）
　法的督促は全国に拡大し、今年３月末現在
で総数は841件に上る。このうち506件は支払
いに応じ162件が異議を申し立てた。督促を
受けた場合、送達日から２週間以内に異議申
し立てがなければ仮執行宣言がされ、さらに
２週間以内に異議申し立てがなければ確定判
決と同一の効力を持つ、と書かれています。
　これを読んでどう感じますか？NHKが
行った作業は「支払督促」を出しっ放しで
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「支払いに応じたの部分」は「申立てそのも
のを取下げた」か、若しくは「仮執行宣言」
留まりでしょうから、調査権がない以上、既
にもう取れないものが相当数でてきていると
いう記事にも読み取れます。先ほどの病院債
権と一緒です。
　例えば、支払督促を出して届きました、２
週間の異議申立期間があります、異議がない
としたら２回目の支払督促を依頼します。こ
れは「仮執行宣言の申立て」と言います。皆
さんの手元でいえばSTEP１の中にあります。
この「仮執行宣言の申立書」を提出し、２回
目の支払督促が裁判所から送付されます。ま
た、ここでも２週間の異議申立期間がありま
す。その中で督促異議がなければ、これが債
務名義となり、次は大阪地裁の債権執行係に
「債権差押命令申立事件」として手続きを進
めます。また、この２週間と２週間、計４週
間の間に督促異議があれば先程のように通常
裁判（口頭弁論）に移行します。口頭弁論の
中では、和解または判決等（正本）を求めま
す。これに「執行文付与申請」という手続き
が加わり、この資料で言えばSTEP３になり
ます。「支払督促は、唯一、執行文を要しな
い債務名義」と言われていますが、それ以
外の債務名義、例えば離婚して「公証人役
場で公正証書を作った」というのも債務名
義、「仮執行宣付きの支払督促」も債務名義、
「訴訟外の和解」も債務名義、このように債
務名義というのは色々あります。「和解調
書」もそうです「和解に代わる決定の調書」
もそうです。支払督促以外の債務名義は、全
て「執行文付与申請」という手続きを取らな
ければなりません。執行文というワンペー
パーを債務名義の最後のページに１枚付けて
もらう手続きになります。そうこうして、債
務名義のほかに、送達証明書（債務名義が相

手方に届いたことを証する）、第三債務者と
なる法人の商業登記、相手方の住民票などの
必要書類を集めて、晴れて大阪地裁の本店に
「債権差押命令申立事件」として進めていき
ます。こういうのを「給付の訴え」と云い目
的は債権執行、つまり債権差押えにて回収を
図るというスタンスです。
　次に⑥建物明渡等請求事件についてです。
資料はSTEP６になります。これは「訴えの
提起」訴状というタイトルで書面構成をして
いきます。判決には、先程のように「執行文
付与申請」を行います。少し戻ります。資料
中６の②にある簡易裁判所で債務名義を取得
し地方裁判所に差押命令を求める（別添フ
ロー図参照）というところですが、資料を
４～５枚捲るとフローチャートが出てきま
す。その資料では「租税債権と私債権との
ジョイント」について記載があります。建物
からの明渡裁判として進めた先に判決をもら
う、判決をもらった後には強制執行はしない、
しない代わりに「税務課が捜索」に入りま
す。「家財を押さえてネット公売」へと進め
ていきます。そこで、残りの残置物のみ執行
裁判所に依頼し片付けてもらえばいい訳です
から、先ほども言いました執行裁判所に対す
る予納金40万円が５万円や10万円に抑制でき
ます。公債権とジョイントするチャンネルが
ここにはある訳です。それと、この資料には、
その他のジョイントについても記載がありま
す。租税債権で国税徴収法76条による禁止額
から差押えができない場合、先程とは逆の
ジョイントを図ります、公債権から私債権に
バトンタッチする方法です。これは、租税に
も私債権にも滞納があり、先ずは私債権者が
民事裁判として作業を進め、ひとまず差押え
まで手続きします。それを今度は「徴税吏員
が執行供託として横取りをするジョイント」
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です。税が先でも、住宅が先でも、同じ会社
の収益に変わりはありませんから、租税債権
が国税徴収法76条で差押額が算出されない場
合は、私債権担当と手を組むウルトラＣがあ
るという方法論です。先に進みます。
　何度も出てきましたが、いったい債務名義
とは何か？いきなり債務名義と言われても分
からない方が多いと思います。これは、民事
執行法第22条に記載があります。先程も出て
きました。皆さんに配布されている資料の中
では、STEP１の21頁～25頁、これが２回目
の支払督促「仮執行宣言付きの支払督促」で、
唯一、執行文を要しない債務名義であります。
その次のSTEP２では、27頁と28頁、30頁～
32頁、これは「和解に代わる決定と和解」に
ついてです。差押えをするには執行文が必要
です。STEP３は、４頁～８頁、これは「建
物明渡裁判」をしたときの「判決」です。最
後のページに執行文が付いている筈です。こ
れも債務名義です。ですから、債務名義の種
類は、民事執行法第22条を見ていただきます
と色々と出ていますので後で確認してくださ
い。
　次は資料６の⑥番に進みます。建物明渡
等請求事件（訴えの提起）は、判決に執行
文付与が必要です。今のパターンでいけば
STEP３の話になります。その先は「強制執
行を執行裁判所の執行官に依頼」していきま
す。先ほどの40万円が掛かるパターンになり
ます。そして、財産権上の訴え、民事訴訟法
第５条です。主に、土地や建物からの明渡し
を目的にしています。沖縄県の石垣市であれ
ばマリーナを明渡せ、私の場合は市営住宅で
すから、建物を明渡せ、駐車場を明渡せ、と
いう財産権上の主張になります。このような
書面構成で進めていきます。先ほどのフロー
チャートの中では簡単に言いましたが、ここ

では、途中で公債権とのジョイントというこ
とも機会としてありますから、これを債権回
収のウルトラＣと私は呼んでいますが、何度
も触れました建物明渡裁判の後に捜索公売を
ジョイントした事例です。先ずは、私債権の
担当者から「税では滞納がないかい？」と税
務課に聞いてみます。そこであるのでしたら
「申し訳ないけれど家財を全部押さえてくれ
ないか」と…分かりますか？
　税務課は差押えにて全て金銭に換えられま
すが、私らは、もったいないことに家財を全
部ゴミだと投げざるを得ない状況です。この
まま黙っていたら40万円が掛かってしまう。
税務課は金に換えられるけれども、私債権で
は殆どがゴミだという取扱い。建物明渡しの
裁判の後に進める強制執行は、執行当日、日
通などが執行官・立会人とともに登場し、コ
ンテナに家財を詰めてすべて持っていきます、
そして、そのまま全てが焼却処分になります。
せっかく金銭に換えられるタイミングがここ
にはあるのに、もったいない話です。そこで、
我々としては一石二鳥を考えてみる。住宅担
当者は支出を抑え、公債権である皆さんは利
益を上げる。これが俺の仕事だ！それはお前
の仕事だ！と言っていたら損失が生まれてし
まいます。ですから、ここは仲良くやろう
よ！と進めていきましょう。皆さんは調査権
を持っている訳ですから、勿論、リーダーは
税務課、皆さんが本気にならなかったら私債
権も集められません。もう一度言いますがウ
ルトラＣは、建物明渡しの判決の後に捜索公
売をジョイント、私債権担当者から公債権担
当者にバトンタッチをします。
　私も相当前にこれをやらせていただきまし
たが、建物明渡等判決の後に執行官予納金を
セーブする目的で国保税担当者に捜索をさせ
公売させてみました。当時は、試験的なもの
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でしたが、ラッキーなことに内容物は全て売
却され、SL機関車をネット公売したときの
ような値段はつきませんでしたが、全部売決
されました。今となれば大きな成果だったと
思います。ロボコンの目覚まし時計に加ト
ちゃんの灰皿、腐食したボイラー、すべてが
完売です。一番値段が付かないだろう数字に
はならないだろうと思っていたボイラーが、
なんと一番の高値、加トちゃんの灰皿が一番
値段がつきませんでしたね。ホントにこれば
かりは判らないものです。私は、こうして歳
入も歳出も考え、ここで何かできないかな？
と、金がない役所ですからそんなことをいつ
も考えやっています。

４－７．裁判所は慎重第一
　資料の７番目、裁判所は事件解決にスピー
ドは不要と考えている、慎重第一。先ほどの
裁判官の夏休みの話を聞いただけでも分かる
と思いますが、時間はどんどん経過していき
ます。そのうえ債権債務者、原告被告から十
分に意見を聞き事を進めるのが民事司法「応
答がなければ自白」と看做す。自白というの
は、私も刑事司法の話だろうと思っていまし
たが、民事裁判でも同じような表現が使われ
ております。民事訴訟法第158条に「自白の
擬制」という条項があります。そもそも「口
を開いて喋るのが口頭弁論」、自ら出頭し喋
らないと原告の主張どおりに事が先に進んで
しまいますから「被告は、答弁書を提出し擬
制陳述」をやる訳です。擬制陳述とは、先程
も言いましたように口頭による陳述ではなく
書面で何とかする方法。この書面によって陳
述を擬制されますと、裁判官からは「被告か
ら答弁書が出されております、よって、擬制
陳述を認めます」そのように法廷で言われま
す。これも作業を進めるうえで何度も出てき

ますから覚えておいてください。原告も被告
もこの書類ベースでの擬制陳述をやりますと、
何れからも口を使って陳述を得られていない
ので口頭弁論は成立しません、よって、次な
る口頭弁論の機会を求めてください、そう裁
判官から告げられます。
　去年の１月に愛知県豊田市の簡易裁判所で
口頭弁論がありました。相手方の住所が赤平
市、居所は豊田市にありました。この相手方
が派遣労働者であることが後に判明します。
このような場合、第一審の普通裁判籍は豊田
簡易裁判所となります。そこで、第一審にお
いて相手方が擬制陳述、私も遠方ですから１
回目の弁論は書類で何とかして出頭しません
でした。こうなりますと、何れからも口を
使って陳述を得られていませんので口頭弁論
は成立しません。よって、弁論休止の状態に
なります。その後、その先１カ月程度先の期
間において「期日指定の申立て」という手続
きを行い、次なる弁論の期日を求めなければ
なりません。しかし、豊田の事案では、ここ
で裁判官がご配慮くださいまして「延期では
どうですか？」と書記官を介して私に連絡が
ありました。ご存じのように、北海道の１月
は大雪ですから、向こう３カ月の猶予をやろ
うじゃないか、という話です。もしかしたら
飛行機が飛ばなくて出頭できないかもしれな
い。でも、私は素直になれず「飛びます」と
言ってしまいました。それで飛んだ訳ですが
…。
　私が出頭しなかった１回目の弁論手続きに
戻ります。赤平市が豊田簡裁に出頭できない
理由を上申しました。その内容は、この前、
北海道夕張市が破綻しましたでしょう。そし
て、赤平市は財政健全化法下における４つの
指標のうち連結実質赤字比率で夕張の次に
なって、当時は、赤平市も全国ワースト２位
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でしたからね。給与も三割カット、そのうえ
57歳以上の職員は肩叩きで早期退職、新規採
用もしていません、よって自然減、私の係も
２名減であります。裁判所には財政的側面、
人的側面において赤平市が出頭できる状況に
はない、と上申しました。そんな中で民事案
件を60件、80件とこなすというのはホントに
至難の業です。どうやったらできるのか、ど
うやったらできるのかと漸く辿り着いたの
が、金をできるだけ掛けない回収方法。でも
旅費はゼロ円、金がないので出頭できない訳
です。どうしようか、どうしようかとホント
に悩みましたね。そこで、金がなくても成立
する方法をということで、このとき初めて弁
護士に相談しましたら…「山森さん、訴える
ということはそう云うことで、費用を掛けて
でも臨むという姿勢にある。赤平市に旅費が
無いのであれば今回は取下げるか、それとも
予算をつけて出頭するか、豊田市の誰かに代
わりに出頭してもらうか、この何れかだ」と
言われました。それで、民事訴訟法を開いて
管轄の移送ができるかできないかということ
も一応調べてみましたが、無理でした。依然、
旅費はゼロ円。しかし、幸いにも訴訟費用
として110万円の予算がついています。そこ
で、この110万円の中から10万円を減額補正
し、新設10万円の旅費を立ち上げることにし
ます。先程も言いましたように、２回目の口
頭弁論を豊田簡易裁判所に求めて、書記官に
期日を決めてもらって、その間に議会で補正
を認めていただいて何とか金は確保、切符を
取って、飛んで、そして日帰りみたいな出張
をやった訳です。こうして、何とか口頭弁論
には出頭しました。でも相手方が１回目の弁
論と同じく２回目も出頭しませんでしたから、
落ち着くところは「和解に代わる決定」です。
２回目の口頭弁論は、相手が来なくても私が

出頭していますから口を使って陳述、弁論は
成立します。こやって、漸く私の手元に債務
名義が届きました。ここまで行くと、当初の
時効期間も既に５年から10年に伸びています
から、豊田に飛んだ甲斐もあったということ
になります。でも、こいつは悪い奴でね、他
にも色々と問題を抱えていたので、どうやっ
ても落としたくありませんでした。５年から
10年に時効期間を延ばし債務名義は取得しま
したが、その後、首長からは、何で派遣労働
者にそこまでやるのか？と聞かれ、普通に考
えて、今は一時的に勤務先がないだけで、こ
れから勤務先がヒットするかもしれませんか
ら無駄になっていません、そう言いましたね。
勤務先が見つかればその時には、勿論、バチ
ンと押さえるつもりですと、議員さんからも
同じこと聞かれましたが、そう答えています。
我々からすると、５年で落とすのも仕事、10
年に延ばして追いかけるのも仕事、赤平市は
日本で最も金がない自治体ですから、どこま
でやれるのか分かりませんが、できるところ
まではやるという姿勢が必要です。これが、
豊田の事案でした。相手が法廷に来なかった
ので「和解に代わる決定、民事訴訟法の275
条２」になります。よろしいでしょうか？
　つまり、民事事件は「原告被告どちらかが
出頭しないと駄目だ、成立しない」というこ
とが言いたかった訳です。ここで、刑事司法
でよく弁護士などが口にするフレーズがあり
ます。「何人も自己に不利益な供述を強要さ
れない」これは憲法38条になります。通常裁
判に移行しますとこんなことも意識しなけれ
ばならない、そう思っておいてください。何
が当たるのか、また当たらないのか判かりま
せんけども、いつもこういう感度を持ってお
いた方がいいということで、未だに私も色々
と調べ勉強しています。
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　続いて②刑事司法のフレーズ「疑わしきは
被告の利益に」、状況証拠は一件一件万全を
期し弁論準備に備える。通常、訴えるという
ことは、きちんと証拠を取っておかなければ
なりません。例えば、住宅賃料であれば契約
から現在まで、水道料金は給水開始から、奨
学資金は申請から、給食は学校に通って給食
を受けてから現在までというように、弁論を
想定して証拠として履歴を遡って用意してお
きます。こう云うことをひとつひとつ疎明と
して積上げ作文していきます。訴えの提起や
少額訴訟の場合は、いきなり通常裁判にな
ります。この疎明資料を集める準備から始
め、作文をして裁判官にこれを訴えていきま
す。作文するには、当然、時間が掛かります
し捗りません。そこで、疎明という言葉を辞
書で取り合えず引張ってみたのですが「言い
訳、弁明、確信ではなく確からしいという推
測を裁判官に生じさせる当事者の行為、また
は、これに基づき裁判官が一応の推測を得て
いる状態」と出てきます。なんか面倒ですよ
ね。おれは債権者だ！と大声で言ってやりた
いのですが、中々そうも言えません。よく証
拠を集めることを「裏を取る」と言ったりし
ますが、おおよそ「６割～７割裏が取れてい
る状況を疎明」と云い、これが「７割～８割
に及ぶと立証」と言います。刑事事件では、
裏を十分に取らなければ公判が維持できませ
んから大変な作業であります。
　次の③和解条項はSTEP２の資料になりま
すが、色々なパターンを付けています。相手
方と和解をする場合、和解条項を作り裁判所
に提出します。そのうち第３項にある懈怠条
項。この懈怠条項の文中には「分納計画に１
回の懈怠があれば期限の利益を喪失し遅延損
害金を付して一括請求」とよく記載します。
この３項に、このように記載すると、裁判官

が「１回ではなく２回の懈怠にしては如何か、
３回にしてはどうか」と聞いてきます。裁判
官は、債務者寄りの仲裁をしてくるものです。
私も何度も何度も弁論を重ねていく中で「わ
れわれ行政機関には、取るだけじゃなく、滞
納者の救済もスタンスとしてあるんですよ」
ということを弁論の中で主張します。これを
主張し続けますと、裁判官の心証主義から、
私ら行政のスタンスや提案についても多少考
えてくれるようになります。救済という言葉
は、裁判官の心証をよくしますし、そうなる
と意外と原告ペースで事を進められるように
なります。ここでのテーマは「裁判官に懈怠
２回を言わせない」ということです。我々に
は時間がないですし件数も沢山ある訳ですか
ら、早く進めてもらえるような工夫をします。
　先ほど③で「懈怠条項の文中、分納計画に
１回の懈怠があれば期限の利益を喪失し…」
と言いましたが、あまり公債権では出てこな
いフレーズですが、これは、何処に根拠があ
るのかと言いますと「期限の利益と期限の利
益の喪失」にあります。民法を開きますと
136条と137条にその記載があります。裁判官
がよく気にする部分です。また、この部分は
書記官によっても言い方が変わります。ある
人は「期限の利益喪失条項」と云い、ある人
は「懈怠約款」と云い、またある人は「懈怠
条項」と言ってきます。これは、全て同じこ
とを言っています。全て和解条項の第３項の
ことを指しています。もう一度確認します
が、皆さんが見るところは民法の136条と137
条、これを盛り込むところは和解条項の第３
項、懈怠条項、懈怠約款、期限の利益喪失条
項と言い方が書記官によって異なります。次
は、遅延損害金についてです。条例や督促に
遅延損害金について記載があれば民事でも
14.6パーセントの請求が可能です。勿論、利



200 おおさか市町村職員研修研究センター

徴収力強化研究会講演録集

息制限法以下にはなりますが、裁判所は、利
息制限法以下であれば何パーセントでもいい
ようです。例えば、法廷で19パーセントを主
張したとします。そうしますと、裁判官から
何故19パーセントなのか？と聞いてきます。
そこで、私たちの方から「それは今、決めま
す」と主張し、その場で決めたとします。債
務者が裁判官の前で、このパーセンテージで
も構わない、仮に、相手方がイエスと言いま
したら、この19パーセントも遅延損害の率に
なります。法廷での話し合いは、そういう感
じで進みます。特に遅延損害金について法律
や条例、契約にも何もない、督促や催告でも
通知していなければ、通常は、民法404条に
あたる年５分が利息債権になります。よろし
いでしょうか？
　そういえば、この前、私の所属する消防団
の早朝訓練で朝４時からやっていた訳ですが、
そのとき電器屋の息子（幼馴染）から相談を
受けました。この電気屋、日本でも有数のパ
ナソニック専門店で、その売り上げも北海道
内でも十指に入るほどの成績を叩き出してい
ます。こんな店が私の町にはあるんですね。
そいつが消防団では機関員を務め、私が三番
員をやったりしています。彼からの話は「こ
の度のエコポイントでデジタルテレビを売り
過ぎた、そしたら回収できないところが３件
でてきた」という話です。彼は、私がよく仕
事で裁判所に行っているのを知っていました
から相談してきた訳ですね。私もそのときは、
「そうだな～お前のところは、売掛金等請求
事件という事件名なるかな」と流しましたが、
そうは言っても幼馴染、後日、訴状サンプル
を作って届けてやりました。後は、書類を裁
判所の窓口に出して法廷に立つか立たないか
はお前次第、加えて、自分が手続きした方が
一番効率いいよ、誰よりもこれまでの経過が

判かっているからな、と伝えました。その際
に商事債権の遅延損害金についても調べてみ
た訳ですが、このような商事債権の場合、遅
延損害の利率は、最低年６分になります。債
権に係る裁判だけでしたら、私も民間に行っ
ても仕事ができるかも???と思ってしまいま
したが、書類作りは、あまり難しくないです
からね。先程も言いましたように、私らの債
権でも、遅延損害金について何も触れていな
ければ最低でも年５分が請求可能ということ
です。

４－８．遠隔地の第三債務者に対する取立訴訟
　裁判所から債権差押命令が下っても第三債
務者は「持参、振込み」何れも義務なし、そ
んなバカな？
　第三債務者から「取りに来い！」と言われ
れば、債権者はそこまで取りに行かなければ
なりません。STEP４の20頁と21頁に裁判所
から届く注意書きがあります。差押えをこう
やり始めますと、地裁からその書類が送られ
てきます。丁度アンダーラインの「持参、振
込み、いずれも義務なし」の部分です。でも、
第三債務者が遠隔地の場合、毎月取りに行け
る筈がありませんから…例えば、毎月５万し
か貰えないのに旅費を７万円もかけて取りに
行く訳です。そんなバカなことは誰もやり
ませんから、第三債務者に対して次にある
STEP５の「取立訴訟」をやってやろうと云
う気持ちにもなります。取立訴訟は、公債権
でも第三債務者に滞納処分をしたが支払いが
起きない、このような場合は「取立訴訟」を
起こします。

４－９．不納欠損
　私債権は簡単に不納欠損ができない、処分
停止などが適用されない。私債権の場合は、
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実は、取ることよりも不納欠損の方が難しい
なと私は思っています。そうして容易に落と
せないから、会計規則の拡大解釈（運用方
針）や債権管理条例を作る自治体が増えてい
ます。皆さんがいるここ大阪でも既に作られ
ているところはあるかと思いますが、私のと
ころは、今年の９月か12月、何れかの議会に
提案する予定になっています。債権管理条例
は、ごくごく最近の話ですが、私がこの私債
権整理を始めたときには何処にも事例があり
ませんでした。かの有名な東京都江戸川区の
マニュアルも世に出ているか出ていないかと
いうタイミングでしたから、そこで、どうし
ようかと調べたときに、先ずは、赤平市の会
計規則第36条不納欠損と上級官庁である北海
道庁の財務規則72条、同じ不納欠損を比べて
みました。私が北海道庁の住宅担当者とも仲
が良かったこともあり「不納欠損はどうして
いるの？」と近いところで聞いてみましたが、
回収方法は私が先生になり不納欠損は道庁が
先生に、そこで彼が「実は、規則の下に運用
方針がありまして…」と言い始めたんですね。
道庁には、規則の下に運用方針という要綱が
あるんですね。他の都道府県庁にもこれがあ
るようですが、この運用方針だけを纏めた冊
子が道庁にはありました。よくよくそれを開
いてみると「国の債権の管理等に関する法律
（債権管理事務取扱規則30条みなし消滅規
定）」が盛り込まれていることが判りました。
これは、民法145条に記載のある「援用」が
あったものと看做して債権を落とすことがで
きるという法律です。一応、同じことで弁護
士先生にも聞いてみたのですが、ズバリ、こ
の「みなし消滅」を回答されました。ここは
皆さん、必ずこの特別法を確認しておいてく
ださい。
　続いて②破産、裁判所の決定で非免責不許

可事由がないとされ、同時廃止に。同時廃止
は、皆さんも知っていると思いますが「破産
の開始決定と破産手続きの廃止決定が同時に
行われることを同時廃止」と言います。この
同時廃止になった場合、私債権は即不良債権
化してしまいます。でも即不納欠損ができな
い、破産以降は「自然債務」になります。私
もこの「自然債務」というのが、はじめは
何なのか解らず弁護士に聞いてみたのです
が、これは「強制執行はできないけども分割
納付は可能だ」という債権構造。しかし、破
産後の分割納付は稀なケース。私もこのこと
では、裁判所に対して意見書を出したことが
あります。先ず、相手方と民法147条に基づ
く誓約（時効の中断、債務承認）を取り付け
ました。その後、相手方が我々を欺き、給与
で払う、賞与で払うと何度も聞かされ、その
一方で破産手続きを進めていた。それが後で
判り、破産法253条の２項には「悪意に基づ
く損害賠償請求権」というのがありますので、
破産決定の後に裁判所に対して意見書を出し
てみた訳です。でも、これが、どうにもなら
なかったんですね。後で判ったことですが、
これは裁判官の裁量権（自由心証主義）とい
うのが民事訴訟法247条にも破産法にもあり
ますから、よって、主文は覆らず、上告する
には軽微すぎる破産事案の結末という訳です。
これは、破産の開始決定が下ってから２カ月
以内の間に意見書を裁判所に出すことが出来
るというもので、その意見書の中身も、もし
かすると私が文才に溢れていたなら分からな
かったかもしれませんが、まあ～それでもど
うにもならなかったでしょうね。今も言った
ように、ここには裁判所の自由心証主義とい
うのがありますから、一度、裁判所が決めた
ことは中々覆えりません。その代わりに日本
は三審制を引いていますから、その決定に満
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足いただけないのなら、どうぞ上訴してくだ
さいということでしょう。でも破産でそこま
で引っ張るには時間もないですし、あまりに
もくだらなすぎて…、皆さんならどうします
か？時間に余裕があり、暇だったらやってみ
てもいいのかも知れませんが…。あと、破産
の申立ては弁護士法がありますから、当然、
弁護士に依頼します、我々は受任できませ
ん。先ほども、分割納付はレアなケースと言
いましたが、これは弁護士が、債務者に対し
て「あんたは破産したんだから払わなくてい
いよ」と言ったりしています。私が去年、山
形県で今日と同じようにこのことについて話
したときには、破産事案を請け負った弁護士
に対し「あなたは法曹界の人間でしょう、法
律で飯を食っている弁護士が、社会の応分の
負担はきちんと払いなさい、そう言ってくれ
ないと困りますわ…」と文句を垂れてやった
と言いました。それで、その後に色々と調べ
てみると、どうもここには偏頗（へんぱ）弁
済というのがあるんですね。偏頗というのは
偏ったという意味になりますが、一旦、破産
の申立てをしてからは「あの人は特に取り立
てが厳しいから」ですとか「あの人には特別
にお世話になっているから、ここだけは払わ
なきゃならない」ですとか、この偏った返済
を破産手続中にやられると「免責許可の決
定」が裁判所から貰えなくなりますから、弁
護士が困るんですね。そのようなことで「債
権者には一切払わないでください」と言って
いることが判りました。ですけど、僕が思う
のは、弁護士にはその先もう一言が必要で
しょう、ということです。破産にあたり免責
不許可事由がないということで晴れて免責許
可の決定が下ったのあれば「今は、誰にも
払ってはいけませんよ、しかし、公金だけは
必ずあとで分割しなさい」という一言が、弁

護士には足りない訳です。破産事案において
は、偏頗弁済と破産の決定が下ってからも分
割納付ができるという自然債務の考え方があ
りますので、私らも、そこのところをきちん
と弁護士と調整するとか、債務者と十分に話
を詰めておくということが必要です。そして、
私の場合、意見書を出しても、どうにもなら
なかったというお話でした。

４－10．これまでの赤平市
　赤平市は今までどげんさしてたか？（東国
原知事のご降臨です）
　①滞納があり且つご近所からも苦情がある
のを見せしめに明渡裁判、強制執行を１件
やっていた。
　こんなのは、困ったことに、見せしめ以外
のなにものでもありません。
　②内容証明郵便を送付していた。
　皆さんもこれを出したことがあるかと思
います。縦26行、横20文字、１件出すのに
1,220円も掛かってしまう。これをただ送る
だけでは単なるパフォーマンスに終わってし
まいます。そもそも内容証明郵便というのは
「訴えの提起」をするときの「証拠作業」で
す。訴えを起こすつもりもないのにただ送っ
てしまっては全く意味がありません。単なる
浪費。皆さんのところの住宅係もコストをか
けて内容証明郵便を送っていませんか？これ
は、相手方に「契約解除などの意思表示を行
うような場合に送付」するものです。目的も
なく、ただ闇雲に送付し実がないとしたら市
に不利益を与えたということで、今まで黙っ
てきた住民からは「住民訴訟」を起こされて
しまうかもしれません。多分、こんな小さな
ことでは言われないとは思いますが、細かい
ことを言えばそう云うことです。
　③四半期ごとに督促状を送付していた、一
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工程として盲目的に送付。
　何故、３カ月なのか？公営住宅法にも市営
住宅条例にも「３カ月滞納したら明渡せ」と
書いてありますので、僕が来る前までの住宅
係は３カ月毎に督促状を出していました。本
来は、夫々に納期限がありますので毎月出さ
なければなりません。
　④平成14年に支払督促を10件程やっていた。
　仮執行宣言まではやっていたのですが、そ
の先どうしていいか分からなかったという状
況です。でも、そこまでやっていたのであれ
ば、既に私たちの手元には債務名義がありま
すので、私が住宅係に来てからは全て私債権
での差押えにしました。相手方からは「今頃
かよ？」と言われるかとは思いますが、全て
差押え、全て回収に回しています。ここでの
債務名義はおおよそ回収されましたが、当時
はこんなパフォーマンスを赤平市でもやって
いたんですね。今となれば隔世の感がありま
す。
　⑤誓約書も数件取っていた、これも確実と
は言えない、誓約履行がストップしたら打つ
手がない。
　当然、①～⑤をやっても完済される筈はあ
りません。おまけに人員減です。57歳以上は
もういませんし、新規採用はしていませんし、
自然減、私の係も２名減、こんなことも金を
貰えなくなって漸く分かります。皆さんは、
余力があるうちに何とかしていきましょう、
ということです。私も反面教師ではありませ
んが、赤平市のようにはなりたくないと思っ
て皆さんには頑張って欲しいのです。ですか
ら、これまでキツイことを言いました。私の
ところのような小規模自治体で２名も削られ
たらホントに痛いですよ。

　CHANCEと思いCHANGE、ここ１～２年

でやってきたことトライ

５－１．督促状から催告書へ手法を切り替え、
税のノウハウを使えるだけ導入
　CHANCE（チャンス）と思いCHANGE
（チェンジ）、ここ１・２年でやってきたこ
とTRY（トライ）ということで、これは言
葉遊びです。CHANCEの「Ｃ」とCHANGE
の「Ｇ」、下二桁の「ＣとＧ」何が違うか、
「Ｃ」の中にはTRYがあります。ですから
TRYをもってCHANGEを図り、CHANGEが
できたらCHANCEだね、こんな言葉遊びで
今日までやってきました。要するに力を抜い
て自然体で仕事をやっています。これは「公
務員は頭がいいから、力を抜いて柔軟にやれ
よ」という、私が尊敬する師匠から教わった
スタンスです。
　では、先に進んで資料の11番目、督促状か
ら催告書に切り替え取りあえず視覚に訴えて
みた、ということで…今でも私は、極限まで
税の手法を使っています。赤紙もそう、収納
対策本部もそう、全てがそうです。私の町は、
毎年春に収納対策本部会議というのをやって
いますが、名前が「第１回収納対策本部会
議」。去年でしたか「お前ら、ここに第１
回って書いてあるけど、２回目は何時やるの
よ？」と聞きましたら、２回目がないんです
ね。「それなら、ここに書いてある『１回』
取れよ！」と言ってやりましたが…それで、
話を僕のペースにシフトさせ「先ずは、役所
の抱えている債権は三分類に分けられるから、
これを三分類にすることから始めよう！」と
いうことを主張しましたのですが、まあ～こ
れを言っても、うんでもなくすんでもなく動
きませんでしたね（笑）。こんなことで収納
対策本部会議は、毎年、幼稚園の発表会のよ
うなことをずっとやってきたのですが、収納
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率なんか集めて資料にしたってどうするの？
と…そんなのは、後で見れば誰でも判かりま
すから、だから「いいかげん発表会は止めて、
こういう先進事例がどこ何処にあるんだけど、
赤平市はこれからどうする？」という話なら
まだ判かるんですよ。僕もそんなことを言い
続けて今年で３年目でしたから、どうやって
これを動かそうかと、色々とあの手この手を
使って、漸く今年は重たい山が動き出しまし
た。今年は、債権管理条例にも議論が及びま
した。人を動かそうと思ったら時間がかかる
ものです。収納対策本部というのは、全庁各
収納担当が一堂に会し、役所の債権整理につ
いて会議をやる訳ですが、赤平市は財政難で、
これまでもスクラムプランという名称の会議
や官民協働で民間もない役所もないという辺
りで何度も会議をやってきましたが、そのと
きのスクラムプランの中で、焼き鳥屋の店長
が、ひとついいことを言いました。これに参
加していた職員も今ではみんな忘れています
が、私はこう云うのを忘れません。何を言っ
ていたかというと「おれんちは焼き鳥屋だ、
バラバラの肉があったら焼き鳥って言わない
んだよ、串を一本通して初めて焼き鳥って云
うんだ、わかったか！」という話です。これ
は自治体経営にも当てはまります。そういう
自分の仕事を例にこの経営者は「いつまで
経っても役所はバラバラじゃないか、世の中
というのは会社もそうだけど、串を一本通せ
ば、もっと上手く回るんじゃ～ねえの！」と
いう店長の名言です。ですから、収納対策本
部会議の中でもそれを思い出してもらおうと
何度も言うのですが、中々皆さん気付きませ
んね。それでも長いこと言い続けた甲斐あっ
て、今年は漸く、漸くですが気付いてくれま
した。いっそのこと収納対策会議に焼き鳥屋
の店長を呼んでしまえ！とも思っていました

が、山が動いたので良しとしています。私の
今のテーマは「多官庁連携」です。警察だろ
うが、保健所だろうが、都道府県庁だろうが、
住民が幸せで仕事が快適に且つ世の中が円滑
にまわり良くなるのであれば、俺は誰とでも
手を組む、何故、未だに縦割りでやっている
のか、何故、組織の中で仲良くなれないのか、
手を組んだら少しはスムーズにやれるんじゃ
ないの」ということを、警察にも何処にでも
私はよく言っています。あなたたちも税金で
飯を食っている、ということです。僕のとこ
ろで進めた精神保健法事案（精神保健及び精
神障害者福祉に関する法律）なんかはいい例
です。警察も動かない、保健所も動かない、
そして私たち市町村には権限がない、こんな
ことで何処も動かない訳です。それで、警察
も保健所もどこも動かなかったので、僕のプ
ロジェクトが始動しました。条例改正のよう
に半分に精神保健法、もう半分には警察官職
務執行法、この二つの法律には似たようなこ
とが書いてありまして、これを対象表のよう
に資料を作って両者に届け説得しました。そ
こで、彼らが云うのは、例えば「道端でフラ
フラしているような変なヤツは警察の管轄」、
「精神的に頭がいっちゃってて、市営住宅で
薬品と薬品を混ぜ合わせて異臭騒ぎ、これは
薬事法違反でしたが、こんなことがあります
と保健所の管轄」だったりする訳です。で
も、両者とも動かない。だから、先程の条例
改正のような対象票をつくって備考欄を設け
て僕の意見を書いて、警察も保健所も私らも
公務員、みんな税金で飯を食ってる、ここで
一番の被害者は６年も７年も涙を流している
彼ら住民、誰でもいいから動きましょうよ！
と、ここまで言ってもまだ何だかんだと云う
んであれば、ドアは私が開けますから、これ
で裁判になろうがどうなろうが、後は、僕が
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責任を持ちますから、それでいいでしょう！
と言ったとたんに、警察が６人、保健所は２
名出して、６年越しの事案が解決したりする
訳です。でも、本来これは、住宅係の仕事で
はないんですよね。
　今年も１月１日に市営住宅から遺体が出て
きました。警察もさすがに正月は手薄ですか
ら私も手伝ったりしています。私は係長です
から、休日や夜間の緊急電話などがガードマ
ンに入りますと、一番最初に電話が鳴るのは
私の電話です。先ずは現場に直行します。僕
の場合、日頃から警察官とも連携し仕事を進
めていますから「山森さん、ちょっと手貸し
てくれませんか？」と云われれば「いいよ」
と、一緒に遺族の連絡先なんかを調べたり、
遺体袋のチャックを閉めたこともありました
ね。酷いときでしたら同じような変死事案で、
炭鉱住宅のエレベーターなしの４階から警察
官と私と３人ぐらいで遺体袋を降ろすのを
やったこともありました。こうなると私も何
屋か分かりませんが、そういう中で、この裁
判も１人で進めています。ホントに私は「何
でも屋」になっています。

５－２．いきなり元暴力団構成員ほか関係者
の明渡裁判からスタート
　初めは上司も冗談かと思っていたと思いま
す。誰もやっていない訳ですから…。地域住
民からは「山森が来たし、何か聞いたら、あ
いつは税務課で差押えをバンバンやってきた
みたいだから…」という話にもなって、私も
馬鹿ですから期待されたのかと思い喜んで
やった訳ですが、最初はハメられたかとも思
いましたが、最初に手を付けた裁判が、この
「暴力団関係者の事案」でした。そこで予期
せぬ出来事が幾つか…裁判所からの「援護要
請」が出てきました。先ほどの建物明渡等請

求事件での出来事です、これは支払督促では
ありません。先程も判決をもらった後に40万
円を支払って強制執行を進めると言いました
が、その時は、分かりませんでしたからその
まま進めました。今では、建物明渡しを執行
官に依頼する前に捜索公売をジョイントす
る！と言ったのですが、当時は解かりませ
んでしたので、そのまま進めました。先ず、
我々が強制執行の手続きをして家の中に執行
官が入りますと、執行官が何かおかしい？と
いうことを言ってきました。僕たちも中を覗
いて初めて判ったことですが、家の中はもう
滅茶苦茶で、５年生の女の子と高校１年生の
男の子「子供達２人で生活」していました。
それで奥さんが筆頭者で夫はヤクザで、住民
登録も擬制世帯になっていました。そこに裁
判所の執行官が中に入ったら「どうもおかし
い！」となった訳です。それで早速、援護要
請が出てきました。初めは、援護要請の意味
が何だかよく判かりませんでしたが、執行官
にどうしたんですか？と聞くと、「子供たち
だけで生活している、このまま進めで大丈夫
か？」という話です。当然、裁判所には福祉
事務所がありませんから引き金を引いた赤平
市「あんたのところには福祉事務所があるで
しょう、これの対応を考えなさい」という訳
です。はじめは福祉も、そんな大事なこと何
でもっと早くに言わないんだ！と怒ってきま
したが、俺たちも蓋を開けて初めて分かった
ことですから…と、こんなことで縺れました。
でも、喧嘩する訳にもいかないですし、何と
か福祉とも調整を図り手伝ってもらうのです
が、相手はヤクザですしどうしようかと思い
ながらも、仕方がないですから引かずにその
まま進めました。小学校５年生の女の子は私
が、高校１年生のお兄ちゃんには私の上司が
学校に行きました。そこで、校長、教頭、担
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任とその子たちと話をして「ごめんね、家に
帰っても、もう家がないんだ、家に入れない
んだよ」という話をして、お菓子を買って飲
み物を用意して、役所の和室で女性職員に面
倒を見させて、母さんに連絡を取って、夜迎
えに来てもらいました。母親からは、唾を吐
き捨てられて子供は連れて帰った。でも、高
校生のお兄ちゃんは、家に帰りたくない彼女
のところに行くと言って一緒に車に乗って行
かなかった。初めは、いいのか？とも思いま
したが、暫く様子をみました。それで明渡し
の当日、色々と調べてみたのですが、住宅の
ドアが渋くて男が２人がかりでやっても開か
ない訳ですよ。それで、学校にはどうやって
通っていたのか？と云うと、窓から出て学校
に通っていました。こんな状況でした。お姉
ちゃんには、これからどうしたい？と聞くと、
今まで一人ぼっちだったのに、母さんと住み
たい、と云うんですね…。それで言い忘れた
のですが、そこは炭鉱住宅で部屋には風呂が
無いので、敷地内には皆で入る共同風呂があ
るのですが、そこに行ってなかった。どうし
てたのかと云うと、洗濯機にお湯を張って風
呂に入っていました。そんなことも色々わ
かって裁判所から援護要請、児相の線が出て
きた訳です。このときの明渡裁判は、もう滅
茶苦茶で、その後も赤平市は小さい町ですが
山口組系直結の組長が２人いて、１人は明渡
裁判一歩手前で追い出しました「やった～」
と思いましたが、もう１人は経済ヤクザで滞
納もありませし、役所も気を使いながらやっ
てるのですが、今度はその組長から電話が来
まして「お前らが明渡裁判をやるから俺の貸
している店舗で飲み屋をやっているんだ、そ
こに住みやがってどうしてくれる！」という
話です。そんなことがありました。
　昨年は、暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律第２条第６号（暴対法）を市
営住宅条例と特別公共賃貸住宅管理条例２つ
に盛り込んで、警察署長と隣の歌志内市と赤
平市、２市１署で協定を結びましたが、こん
なこともホント一苦労ですよ。作っちゃって
いいのか？…気を使わなくちゃならないです
よね。
　私が、住宅係にきて初めて手をつけた明渡
裁判でした。

５－３．多重債務発掘し、任意整理と滞納整
理を同時に試みた
　誓約時に他の窓口で聞き出していないよう
な滞納理由を聞き出し多重債務者を発掘、即
窓口で過払金計算、弁護士に繋いで任意整理
を試みました。先程も言いましたように１週
間から10日ぐらいの間に35件、今までの通算
で言ったら40件、いや50件程やっているかも
しれませんが、着手金は１件３万円、掛ける
ことの件数、掛けることの５％が着手金にな
ります。過払い金が回収されれば23～24％ぐ
らいの成功報酬を弁護士先生も取りますから
結構ラッキーですよね、弁護士先生も。普通
は、一つひとつ依頼しますと、過払いが出な
いものは「後で、手数料を払ってください」
となりますが、これだけ一度に件数をやっ
ちゃうと、中には、やたら返ってくるものと
返ってこないものとが出てきますから、全部
ひと括りにワンセントで考えてもらうことで、
多重債務者の生活再建や救済、滞納整理がう
まいように成立していきました。そんなこと
で、後から手数料を請求されたケースは今の
ところ出ていません。任意整理を進めて過払
い金がない場合も足りなかったら足りないな
りに「払わなくていいよ」ですとか「郵便代
だけで構いませんよ」ですとか言っていただ
きますので、私らも非常にラッキーです。こ
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んな流れで、私は債権整理と多重債務者の救
済を同時に進めております。ですけども、最
近はサラ金がどんどん潰れ始めています。も
うそろそろ廃業すると言っているところも中
にはあるようですが…私の抱えてきたケー
スでは、昭和の時代に100万５口借りていて、
ついこの前まで払っていた奴が計算のうえで
は一番過払いが大きかったですね。これを計
算してみますと、何と三千万円の過払いが出
てくる計算になりました。つい先日、この清
算が終わりましたが、最終的に返ってきたの
は200万円。そこで、弁護士先生に「ちょっ
と返りが少ないですよね？」と聞くと、もう
廃業するからという話で、返戻される額も少
なかった、ということでした。廃業するから
といって、三千万円が200万円で…いくら多
重債務者でも納得できるかなと思いましたが、
私にはどうすることもできませんから致し方
ありません。そんなことも先程ご紹介した
『裁判の秘密』という本を読みましたら全部
答えが出ています。なんで世の中そんなこと
になっちゃってるの？についても全部ここに
は書いてありますので、私はこれを図書館か
ら借りてきて読みましたが、皆さんの町の図
書館にもきっとある筈ですから読んでみてく
ださい。そこに全部答えがあります。そんな
ことをやってきました。

５－４．老朽化住宅の入居者には建物明渡裁
判をしない、よって差押えを進める
　老朽化住宅の入居者（滞納者）には建物明
渡裁判は極力しない、その代わりに差押えを
行う。執行官予納金と後々生じる修繕費も考
慮し、滞納者も固定客と考え、滞納者教育が
浸透するまで差押えをやりましょう！という
ことです。この説明は、先程も触れましたの
で割愛させていただきます。

５－５．収納対策本部を情報ツールにしてみた
　調査権がない代わりに収納対策本部を隠れ
蓑に情報ツールとした。神奈川県の秦野市で
したか、債権管理条例の中に「税務課の調べ
た情報は、私債権においても使うことができ
る」と条項をつくりました。いいか悪いかは
これからハッキリするでしょうが、このこと
に対して「それは、地方税法の22条（守秘義
務）に抵触するんじゃないの？」と言ってい
る弁護士さんが、実は、江戸川区の債権管理
マニュアルを作くられた弁護士の中にいまし
て、その方が、次々と出来上がる債権管理条
例を分析し、自治体に都合がいいように条例
を作ったところをバッシングしています。こ
れをどう思いますか？私も秦野市と同じよう
に条例を創ろうと決めた訳ですが、何故かと
言いましたら、今の時点では世の中に沢山い
る弁護士や学者先生の中のひとりが、いいと
か悪いとか騒いでいるだけで、公に判示され
ている訳でもなんでもないじゃないですか。
公然と「これは駄目だ！」となるまでは、そ
のまま行こうじゃないか、と言うことです。
でも、それが「駄目だ」と言われる時までに
は整理も終わっていますが、それで私のとこ
ろは、今年の９月か12月に債権管理条例を作
る予定になっています。はじめは、こんな債
権管理条例の話もありませんでしたから、私
も収納対策本部を盾にすることを考えてやっ
てきました。市民に対しても、もし何かこの
ことで聞かれたらこれを理由にしよう、と考
えましたね。現在は、全庁何債権も併せて併
合請求として一度に纏めて裁判をやっていま
すから、条例がないうちはこんなルールで進
めるしかありません。

５－６．申立様式を作成し準備した
　仕事が楽しめるよう、楽ができるよう、申
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立様式を作成し準備しました。やり始めの頃
も今も、私には先生がいませんでした。でも、
この資料は結構細かく出きているでしょう。
これは全部自作なんですね。どこかのものを
使った訳でもありませんし…そこで、弁護士
先生の本なんかを買ったりするとワード形式
でROMなんかが付いてきたりします。でも、
これだと遅い。初めは「差し込み印刷か？」
とも考えましたが、そこで回転率を考え、支
払督促をやるときにはエクセル、訴えの提起
で明渡裁判や過払金などをやるときには作文
形式ですからワードという具合に作るといい
ですね。支払督促は回転率が高い手法なので、
こことここに数字を入れて『印刷』と、マク
ロでボタンなんかを作っておけば一度に何十
枚も出てきますから、支払督促を主に考える
としたらエクセル、それ以外ではワードがい
いと思います。

５－７．遅滞なく民事事件に移行した
　誓約履行が果たされないものは遅滞なく民
事事件に移行しました。何時までも何時まで
も僕は待ちませんから、只１回の催告を送っ
てある程度の期間を置いたら、次はもう郵便
代はかけません。ここはコスト感覚をもって、
いきなり裁判所に直行です。ところで、私も
調べてみたのですが、私債権で督促状を出し
たらどういう結果になりますか？公債権は、
納付期限から20日以内に督促状を出して10日
経ったら差押えができますよね。私債権の場
合は、送っても何にもならない訳ですよ。差
押えの起点にはならないですし、時効の中断
事由になるとかならないとか、そんなことを
やっても何にもならない訳です。何故、督促
状を送っているのか？疑問をもちましょう、
公の施設の使用料だから？…。公営住宅法は、
国土交通省が作っていますが、下級審でも民

法によると言っている訳です。ですから、私
は民法に当てはめ作業を進めています。ハガ
キの督促状は出しません。何をやっても払わ
ない人は、それすら読まないですからね。そ
うであるなら色つき催告の方がまだマシだと
思います。私は催告を年に２回ほど出してい
ます。全て赤紙、もしくは別な色紙を使用し
ます。催告書も出し過ぎると相手も慣れてし
まいますから出し過ぎはよくありません。こ
んなのは何処まで行っても行政サービスの領
域です。督促や催告書を何回出したってどう
にもならないので、それなら全て催告にして
しまえ！ということで、色付き催告で視覚効
果を狙い、ただ１回の猶予を与え、即誓約書
を出させ、分納に繋げます。でも、誓約する
必要すら無い奴も中にはいますので、これに
ついては、即、裁判です。そのようにシンプ
ルに考えています。

５－８．書記官から色々なものをゲットした
　裁判所に足しげく通い、書記官から色々な
ものをゲットしました。皆さんは、苦労する
必要などありません。私がこれを作りました
から同じ苦労は要らないという話です。最初
は、誰も僕の周りには先生がいませんでした
ので、書式や文脈、表現、考え方などを「教
えて、教えて、教えて」と裁判所に何度も足
繁く通いました。今では、教えて？と聞かな
くてもできるようになったのですが「たまに
はお前、教えてって聞けよ！」みたいな顔を
して僕のことを見てきます。もしかしたら書
記官も寂しいのかもしれません。

５－９．理事者が嫌でも関心が持てるよう、
切れ間なく決裁を上げ続けた
　理事者が嫌でも関心が持てるよう切れ間
なく決裁を上げ続けました。税務課のとき
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に、左遷とは言わないですが（言ってるくせ
に）、北海道で初となるSL公売の時は、い
ずれ自分の大事な人にも滞納処分の手が及ぶ
と思ったのか、まだ結論を見ないうちに私は
税務課から住宅係に異動しました。当時は、
SL公売に関与した全ての人間が飛ばされま
したからね。それで、次もまた何か自分の身
に起きるかも？と試験的に様子を伺いながら
と言いましょうか、しかし、１件２件とチマ
チマやっても面白くはないですし面倒ですか
ら、一度に10件20件と纏めて書類を作り裁判
所に申立てました。すると、これが驚くこと
に次々と異議申立てになり、専決処分の報告
も議案として議会に上がりますから、議員の
方が先に味方になったのか首長が先か、よく
分かりませんが、いつまで経っても「やめて
くれ！」とは言ってこないので、それで、そ
のままポンポン上げ続け、議会も首長もその
他の人も何も言ってこないので、今では、こ
れが当たり前の作業になっています。私に対
しては「よくやってるね」とは言っても「や
り過ぎだね」とは誰も言ってきません。こう
なると、僕としても文句なしです。

５－10．数種類の私債権をまとめて一括整理
　資料の20番目、数種類の私債権をまとめて
一括整理を試みた。普通はやらないと思いま
す。私は住宅係ですから賃料です。しかし、
賃料、上水道、し尿、駐車場、医療費、その
他にもあれば全部まとめて私が１人で裁判を
進めています。裁判所に１回持っていくのも、
１つの債権をやるのも、10の債権をやるのも、
手続きは一緒です。ですから、皆さんの手元
にある支払督促のSTEP１は併合請求になっ
ています。「色々な債権を併せてやる」とい
う手続きになっています。単品ではなく、是
非、纏めてやってください。赤平市では、昨

年から医療費も併せて回収しています。病院
は、依然、赤字ですからね…。

５－11．口頭弁論を通して法律を学ぶ
　資料の21番目、督促異議の訴訟から口頭弁
論とは何かを学び、口頭弁論を通し法律を学
ぶ。よって、１に行動、２に法律の順番です。
簡単に異議申立てが出てきますので、督促異
議の訴訟に移行します。これは通常裁判です。
督促異議が出されますと口頭弁論が開かれま
すが、それまでは大して法律を見なくてもい
い。皆さんは、民事裁判が特別なものとして
法律でしっかり固めてから動こうとします。
でも、先に行動の方が絶対いい結果に繋がり
ます。口頭弁論にぶつかるからこそ、法律も
すんなり頭に入っていきます。でも、皆さん
が弁論にぶつかったときに真剣ならば、僕に
電話を１本ください。余計な調べ物はしなく
ていいです。既に私と皆さんとはここで繋が
りましたので、ここを見た方がいいよ、あそ
こを見た方がいいよ、こうした方がいいよ、
と言ってあげられます。僕にもあまり時間は
ありませんが、真剣ならば電話をください、
応援します。
　とりあえず口頭弁論までは、法律なんて大
して見なくていい訳ですよ。送達の方法です
とか、民事訴訟法98条以降や382条以降を見
ておけばOKです。あとは、民法21条と22条、
民事訴訟法の４条に５条、裁判籍が何処か？
ということさえ判っていれば完璧です。私も
何故こんなことを言えるのかと云いますと、
法律を調べて、私も頭でっかちになった時期
がありました。書記官に「民事訴訟法にこう
書いていますよね、これは民法でこうなって
いますよね」と質問した時期がありました。
そうしましたら「そんなのを覚えて、どうす
るの？」と書記官から言われた訳です。分か
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りますか？法律を調べて、そのことを確認の
意味で聞いただけなのに「そんなのを覚えて、
どうするの？」と言う訳ですよ。ですから、
「なんで、あんた達はそんなこと言うの？性
格悪いな、アホか」と初めは思いましたが、
ここには格言があるんですね。「汝は事実を
語れ、さらば我は法を語らん」ローマ法以来
からある格言らしいのですが、今でも司法試
験にも出ているようです。汝というのは、裁
判官が私らを見下して「お前ら」ということ
で「お前らは事実だけ述べればいい、後は裁
判官である私が法律を述べますから」という
素晴らしい格言です。それを裁判所の人間み
なさんも当然頭に入っていますから、きっと
書記官もただそう言っただけでしょう。私も、
何回も何回も足繁く通っているうちに「そん
なのを覚えてどうするの？」と言われていま
すので、所詮、法律が「こうなっています、
ああなっています」と言ったところで、法的
なことは全て裁判官が判断するルールなので
すから、こんなことから、いつまで考えても
前には進みませんので、そうなると結論は、
先ずは「行動」となる訳です。
　次の①②③の一つ目、「建物明渡等判決か
ら債権差押えに変化」「ホームとアウェイで
の戦い方は違う、ここはコスト感覚を持っ
て」と書いています。私は支払督促1本でい
いなと思っていましたが、あるとき、豊田事
案の辺りだったでしょうか、支払督促だけで
は駄目だったと云うことに気付きました。何
度も出てきましたが、これは覚えておいてく
ださいね。例えば、住民登録が赤平市にあっ
て、いま住んでいる居所が富田林市にあると
します。今はもう住宅を退去していて一時的
に富田林市に行っているような想定では、富
田林市にある簡易裁判所に支払督促を出して
督促異議が出れば飛ばなきゃならない訳で

す。しかし、今現在も赤平市の市営住宅を借
りていて、住民票もあり、富田林市に一時的
に行っているというような場合では「財産権
上の訴え」市営住宅からの建物明渡裁判がで
きますから、富田林市までは飛ばなくてもい
い訳です。赤平市を管轄する近場の裁判所に
対して、財産権上の訴えを提起し、事件名も
建物明渡等請求事件ということで「等」です
から、水道なんかも一緒に入れればいい訳で
す。ホームで裁判を起こし判決をもらい、そ
の後、執行文の付与申請から執行文を付与し
てもらい、あとは札幌地裁の本店民事部に差
押えの書類を出すだけでいい訳です…。でも、
先程のように既に退去し、建物を借りていな
いのでしたら財産権上の訴えはできませんか
ら、豊田でも富田林でも、やはり金を掛けて
飛ばなければなりません。ここは管轄を考え、
コストを考えて、手法を使い分けなければい
けないということであります。これが①番で
す。
　続いて、②番の遠隔地を裁判籍とした場合
の戦い方です。先ほども言ったと思うのです
が、これは、今と同じように裁判籍が遠隔地
の場合に「上申書・準備書面・和解条項」を
つくり３点セットで遠隔操作を行うという戦
い方です。こんな考え方も口頭弁論ですべて
分かったことです。これに係る部分で民事訴
訟法276条には「準備書面の省略等」という
条文があります。要するに、自分の口を使っ
て陳述できる距離にあり自ら出頭できる場合
には、準備書面なんて要らない訳ですから省
略できるんですね。自分が出頭できない時に
初めて準備書面が必要になります。これで、
自分の口の代わりに書面を走らす。準備書面
については、民事訴訟法を見ると「攻撃およ
び防御の方法」と書いていますので、書面に
自分の思いを託し、攻撃と防御を盛り込んで
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３枚セットで送付します。詳しくは、STEP
２に記載がありますので見てください。
　次に③番、「訴えの追加的変更と交換的変
更」。これはプロである弁護士がよくやった
りする方法です。簡単に云えば、交通事故な
んかでよくある慰謝料と損害賠償なんかのす
り変えです。例えば、住宅の家賃について支
払督促を出しました、続いて異議申立てが出
されました、こうなると口頭弁論に発展しま
す。法廷では、相手方が出頭していますので、
その場で「建物明渡しを和解案に追加してし
まう」という手法になります。債権者は、入
口ベースでは未払いについてしか訴えていな
いのに、急遽、通常裁判の中で建物明渡しを
追加してしまう。多分、皆さんがこれをやっ
たら裁判官室に呼ばれます。理由は「技術
的にはできるけども裁判所としては、あま
りやって欲しくない方法」だからです。一
応、そのやり方もSTEP２には綴ってありま
す。ですから、建物明渡しで最初からいくの
もよし、支払督促で進めるのもよし、異議申
立てが出てくるだろうという想定の下に何れ
やろうと思っていた建物明渡しをこのタイミ
ングで盛り込んでしまう。このことからすれ
ば、先ほどの遅延損害金の率も14.6パーセン
トが19パーセントになっても可笑しくありま
せん。法廷で決めたことが、何せ全てですか
らね。あとは、時効期間が水道は２年、病院
は３年、住宅は５年になりますでしょう。賃
料債権も５年で落としてしまうのかと云った
ら「私債権には援用が必要」という話ですか
ら、基本は落とさない。でも、「みなし消滅
の規定があるから落としてもいい」のですが、
僕の場合は、何時もどちらに転んでもいいよ
うに組立てています。駄目だ、落としたいと
思えば「みなし消滅」で落とせばいいし、回
収できると思えば勢いを増して回収する。民

事裁判に持ち込み時効期間を５年から10年に
延ばすということも一つの方法ですし、和解
条項を作って予め相手を呼びつけ「あなたが
和解内容に基づいて支払わなかったら、その
次は、家を明渡してもらいますが、よろしい
ですか？」と組立てたりします。相手方を呼
びつけ、予め詰めておく内容は「○月○日に
あなたとの口頭弁論があるでしょう、この内
容でなければ当市としては和解ができないこ
とに内部協議で決まりました、どうします
か？」と伝え、相手方から「分かりました」
を取り付けます。事前に相手方との擦り合わ
せがあることで、法廷では「イエス」が引き
出されます。こう云うのを「段を取る、段取
り」と云いますが、でも、裁判官はこれを
中々良しとしません。裁判官が何故これを良
しとしないのかと云いますと、後々面倒なこ
とがある（ひな型に反して和解調書の作成を
しなければならない）ということが１点、も
う１点は、こういう内容でないと和解できな
いとあんた達が言ったのなら「それならしょ
うがない」と相手方もなるでしょう、だから
「イエス」と言わせた。そういう進め方は、
卑怯じゃないですか？ということを裁判官室
で僕も言われました。私も「いやいや、裁判
官、卑怯なんて言わないでください、相手方
ともきちんと話し合いをして「いいよ」とい
うことになっています」よろしくお願いしま
すと云い、私は今のところ２件だけ認めても
らいました。でも、既に注意を受けています
から、３回目はちょっと怖くてできませんね
…。こんなことで、今では裁判官が早く替わ
らないかなと思ったりしていますが、これが
建物明渡しを追加する場合の「訴えの追加的
変更と交換的変更」です。最近は、民事裁判
という領域にもちょっとだけ慣れてきました
ので、民事じゃなくこれは刑事司法ですが、
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器物損壊を働いたヤクザ者を告訴して突き出
してやろう、なんて云うことも考えています。
今では、行政対象暴力も対応できるようにし
ていますしています。

５－12．複数の私債権担当者を法廷に
　複数の私債権担当者を法廷に招き、原告席
に順番で座らせました。私が、水道も病院も
すべて面倒を見ていますし、大体、わたくし
以外は法廷に行きませんから、それで「たま
に来いよ」と誘うのですが、まず病院なんて
忙しいから来ませんね。でも、たまに来てく
れたら原告席が２席ありますから私の隣に座
らせて、裁判官と書記官と被告とのやり取り
は、すべて私がやって、私の隣に座ったとき
には、何も喋らせないでその空気を味あわせ
て後で「どうだった？」と聞いたりします。
それで「何かできそうですね」と反応があり、
そこまで言わせたら「そうか、お前にもでき
るよ大丈夫だ！と言って、後で全部持ってい
くから、それじゃあ研修いつにする？」みた
いなノリで、どんどん兵隊を増やしていきま
す。それをやらないと僕も身がもたないです
からね。いま以って、何故、水道の面倒を見
ているのか、何故、病院の面倒を見ているの
か、よく分かりませんが、取りあえず試験的
にということで始めてから既に３年が経って
います。いつまで試験が続くのか…。

５－13．私債権整理が増えるにつれ、味方
が増えた
　私債権整理が進展するにつれ、味方が増え
ました。産業課は、代位弁済を抱えています。
皆さん代位弁済ってご存じですか？市が債務
保証することを条件に銀行から中小企業に対
して金を貸付ける融資制度がこれです。東大
阪市なんかは、中小企業の町、ハイテク企業

がズラリと並ぶことで有名ですが、色んな素
晴らしい中小企業があるでしょう。銀行にも
貸し渋りがありますから、資金繰りがうまく
ないときに市役所枠で銀行が融資して回収で
きなかったら市が補填するという代位弁済で
す。でも、この債務保証を役所が行うこと自
体が、どうも非合法みたいな話ですが、とは
言っても既に債権債務の間柄に市がなってし
まっている訳ですから、元々の法律がどう
なっているかと云うことよりも既に代位弁済
してしまったこの債権をどうするか？という
ことの方が今は問題ですから、回収できるも
のは早く整理しなければ駄目ですよね。そし
て、財政課は、連結実質赤字比率の赤平市で
すから、夕張の次ですから当然、気になりま
す。市民生活課は、し尿処理手数料（汲取
り）を抱えていますし、国民健康保険税も抱
えています。そして、国保には捜索させてい
ますから、当然、気にならない筈がありませ
ん。水道課は面倒を見ていますし、病院も面
倒を見ています。三セクは、赤平市が夕張の
次だと言われたのが３年前になりますが、赤
平市が何をやったかと云いますと、第三セク
ターを民間に売却し、学校の跡地も民間に売
却しました。職員給与費も３割カットをやっ
て総務省にお土産を持っていき助けてもらっ
たのが実態です。こんなことで、かろうじて
早期健全化団体にはなりませんでしたが、内
状はどうあれ、数字のうえでは健全化してし
まった訳です。でも、これで回復したなんて
甘いことを言っていたら、単に借替えできる
先が出来ただけの話ですから、油断していた
らまた悪くなることを職員みんなが気付いて
いるのか疑問です。私も、次に気付かせるタ
イミングは何時なのかと、次は、次はと作戦
を練るばかりですが…それで、三セクは売却
できましたが、担当者が色々と私に聞いてき
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まして、既に和解までやっていたのですが、
誰かに売るということは債権放棄しなければ
売れませんから、それで債権放棄しなくても
何かいい方法があるかい？ということで私に
相談があって、今となればネタにしなくても
いい話でありましたが、ホームセンター・
ホーマックに２億で買っていただき、学校跡
地は生協さんに２億だか３億で買っていただ
きましたので、それがあって連結実質赤字比
率の上でクリアになっています。三セクにつ
いては、結果として何とかこれで売却できま
したが、こんなことがありました。これで、
味方で増えていきます。

５－14．師匠や仲間との出会いから学んだ
こと
　私も、ある人との出会いから、人生が変わ
りました。人というのは分からないものです。
まさか、今ここで喋っているのも私の公務員
生活において想像できないことであります。
先ほども菅原さんが話していましたが、私も
税務課から飛ばされなかったらこんなことに
もなっていない訳ですよ。税務課から異動し
たときは、既に堀先生にもお会いしていまし
たが、多分、その時には折れない心、勇気み
たいなものが自分の中にも備わっていたのだ
と思います。でも、師匠から教わったことは、
とてもシンプルでした。
　菅原さんの資料にも書いていますが、私の
師匠、現YAHOO！JAPAN-ECコマース官
公庁担当の堀博晴先生から学んだことは、①
逃げない、引かない、驚かないという仕事に
対する姿勢、②捜索も公売も簡単ですよと、
その気になったからできた。師匠に出会った
当時は、よく先生もこんなフレーズを言って
いました。私も住宅係に移ってから、私債権
整理もできるかな～と思えたのは、最初は苦

労もありましたが、多分、自分でその気に
なったからできたのだと思います。心の持ち
方って大事だな、と思います。③自分が貸し
た金を返してもらう気概で自らを鼓舞、考え
方をシンプルに民事裁判を楽に考えるように
しました。④公務員は頭がいいから…何事も
常識的に解釈することで楽になれる。⑤先ず
は行動、法的なことは嫌でも後から付いてく
る。行動から入る方が、法律も頭に入りやす
い。⑥悩んだら押さえる、間違っていたら返
せばいいだけ。これを裁判の手続きにも当て
はめ「訴えてもいつでも取り下げられる」と
民事裁判も楽にやれました。目的達成にまい
進し間違いがあれば素直に謝る、委縮せずに
間違いを恐れないようになりました。謝るこ
とも想定内これだとミスも怖くない、肩の力
が抜けたことで回転率はどんどん上がりま
す。⑦都庁での○○対策…ということで、私
が最初に堀先生の講演を聞いたときに、小笠
原諸島がアメリカから返還になったとき「地
方自治の原点を自ら見たい」と家族を引き連
れ、小笠原諸島の返還対策に当たられたそう
です。その後も、都内では、環境対策、同和
対策、防災対策、収納対策と続き、東京都の
「対策畑」に次々当たられています。色々と
ある対策「俺は、行く場所、行く場所、いつ
も対策という名前がついていた」と先生から
お聞きしましたが、多分、そこから読み取れ
るのは自ら課題に挑んで道を開いていくとい
うプラス思考、私も堀先生から行動学を学び、
今もモチベーションが維持されていると思い
ます。ですから、私の仲間うちでは、皆さん
もそうですが、これから恩返しがしたいと
思っている人も非常に多いと思います。よく
民間で「成功したければ、成功者に会え」と
言うじゃないですか。堀先生ご本人に一度は
会った方がいいですよ。それが、仕事に関係
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するかしないかはどうでもいいと思うのです
が、皆さんも一度会ってみてください。もう
会われているのならいいのですが、私はこん
なことで変われました。⑧刺されていない…
当時、新宿歌舞伎町には滞納者が多くて、今
は、あまり居ないみたいですが「一夜にして
３回看板が付け替わる厭

いや

らしい店」が幾つも
あって、１件目で儲けたら一度閉店そして２
件目の看板に付け替えられ、また儲けたら閉
店、３件目も同じ…レジも看板も全て入れ替
えるような悪質な店です。この歌舞伎町にあ
る店舗に、先生率いる東京都主税局が１件
目の閉店と同時にレジの現金を全て押さえ
て、２件目でも看板を付け替え閉まるあたり
で全て押さえて、３件目もまた閉店時間に全
て現金を押さえて、ということを何日間か続
けたようです。ですから、「未だに俺は刺さ
れていない」と本人は言っていましたが、こ
れも僕たち若者に対するエールだと思います。
きっと怖いことでも「正義を愛し、愛をもっ
て恐怖を抑え、爽やかに差押え」というスタ
ンスなのだろうと思います。以降、私の場合
は「爽やかに裁判」と読み替え、民事裁判も
楽に考えています。

５－15．重要なのは仲間がいること
　重要なのは仲間がいること。皆さんにも仲
間がいますよね。仲間はホントに大事です。
何をやるにしても、１人で一からやるのは疲
れてしまいますので、僕と皆さんも距離があ
りますけども、ここから交流し戦っていくの
も悪くないんじゃないですか、情報交換から
進めていくのもいい方法と思います。私の場
合は「遠交近攻」とよく言っていまして「遠
くと交わり、近くを攻める」こんなことを
やってきました。有益でしたし、このような
連携があってもいいんじゃないですか。

　「ここぞの時にモチベーションを上げる、
仕事にメリハリを付ける」。疲れてきたな～
と思えば、抜くときは抜いてリラックスしま
しょう。今日も早く寝るぞと云いながら必ず
酒は飲みますかね～…今日も飲みますよ。仕
事は楽しくやりましょう。

５－16．兵隊増員
　この展開を全庁に浸透させ兵隊増員。私の
ところは３年越しで漸くこれが叶いそうです。
民事裁判は、役所のどんな場面でも想定され
ます。どんな業務でもそういった局面があり
ますよね。福祉であったら、生活保護費の不
正受給があったり、住宅係では、普通に債権
回収をやる外にも、民法事務管理697条で目
の前の事案をそのまま放置したら誰かの不利
益になるから、先に役所で仕事をやってしま
い、後で相手方に費用を請求する、支払いが
起きなければ損害賠償を負わせる、こんなこ
ともありますよね。これもすべては民事裁判
です。土木で河川敷地を貸したんだけど、こ
れが元で住民トラブルになった、これも裁判
ですよね。窓口にある書類を勝手に持って
いった、これなんかは窃盗罪に当たりますか
ら刑法犯でしょう。こういった具合に、色々
なタイミングが転がっています。ですから、
裁判とはこういうものだと何処かで一度学ん
でおけば、色々と転用可能かと思います。先
ほどの売掛代金等請求事件は民間の事案です
が、いつの間にやら民間債権でも回収できる
ようになってしまうのですから、今ここから、
このタイミングから経験された方がいいと思
います。

５－17．羨望的、徴税吏員証
　皆さんには徴税吏員証がありますよね、私
には残念ながらありません。４年前に取り上
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げられました。しかし、欲しいからと云って
作ってしまえば、虚偽公印公文書作成等同行
使の罪で被告席に座ってしまいます、刑法第
156条。誰もそんなところには座りたくない
ですし、これは覚えなくてもいいですが、で
も、これからは債権管理条例をつくり情報だ
けは得たいと…、そんな組立てを考えている
のは私だけでしょうか？

５－18．裁判とは社会の共同幻想を維持す
るためのセレモニー
　裁判は、社会の共同幻想を維持するための
セレモニーである。刑事は有罪に、民事は形
式的に。このフレーズは、中々いいですね、
裁判とはセレモニー。日本の三審制は、地裁、
高裁、最高裁とありますが、今や「第一審を
司るのはマスコミ」だと言われています。マ
スコミが記事にして、週刊誌で叩いて、新聞
に書かれて、テレビでガンガンやられますと
「共同幻想」が生まれます。マスコミが袋だ
たきにしたら、もう第一審は終わったような
もの、有罪が決まったようなものです、怖い
でしょう。ですから、週刊誌や新聞、テレビ
の報道自体が裁判官になっていると本には書
かれています。そして、第二審は警察、第三
審は検察。そうなると、裁判所はいったい何
をやっているのか？それで、裁判所がセレモ
ニーを行う場所ということです。これは刑事
司法の状況です、民事司法ではありません。
刑事司法での有罪の確率は99.78パーセント、
そして、民事はどこまでいってもセレモニー
です。取れないのが当たり前。でも、自治体
は何とか回収できています。どうしてかと云
いますと、それは権能をもった税務課の存在
があるからです。「共同幻想というのは、皆
さんの心の声、国民の抱くイメージ」そのも
のです。ここ大阪は、橋下府知事が府民から

すごい人気でしょう。大阪府を何とかしなけ
ればいけないという共同幻想が住民の中に起
こり、それが人気に表れています。裁判では
ないですけど、要するに周りの人、市民、住
民、世間を味方に付けることで、裁判であろ
うが、選挙であろうが、既に勝者は決まった
も同じ。夫々が市役所に戻ると住民が待って
います。住民の皆さんがやはり宝です。まっ
とうな住民皆さんが９割いて、たかだか１割
程度が滞納、この９割の人を守るために我々
は働かないと、当然、市役所も支持は得られ
ません。よって、裁判とは、社会の共同幻想
を維持するためのセレモニーである。
（最後です）
　いよいよこの研修会もこれで終了です。大
学の講義でも何でもそうですが、よく言うの
は、これで資格を取ったとするならば、トヨ
タ流「資格とは、足の裏に付いた米粒であ
る」と、私はいつもこのことに触れて研修会
を後にします。「足の裏に付いた米粒」とい
うのは、取らないと気になりますよね、でも
取っても食べられない。資格なんて云うもの
は、取っただけではどうにもならず、一歩踏
み出さなければ何も始まらないということで
す。こう話を聞いていただき、早い段階でト
ロイカ、中馬開拓者に皆さんがなっていただ
き、今も最後に触れました社会の共同幻想で
はないですけども、９割以上の住民を守れる
ように戦わなければならないということです。
皆さんはそれをやろうとしている訳ですから
頑張ってください。終わります。
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ճุࠊࡣᘚㆤኈྖࡸἲ᭩ኈ౫㢗ࡔࡢࡶࡿࡍᡭỴࡓࡁ࡚ࡅࡘࡵ㸦㔠ࢆᡶ࡚ࡗே௵ࡢ࠸࠸࡛ࡏ㸽㸧

մุᡤࠊࡣ⾜ᨻ⫋ဨࡾࡼࡣࢀࡇࠊ࠸࡞࠸࡚ࡋࢆᐇࡶࡋࠊᙼࡣࡽᡃࡌྠࡽබົဨ㸦༢ࡿ࡞❆ཱྀ㸧

յඛࠊࡣࡎἲᘐ㸦ཱྀ㢌ᘚㄽ㸧㊊ࢆ㐠࡛ࢇయ㦂ࣛࢧࠋ࠺ࡼࡋ㔠࠾࡞࠺ࡑ࣍ࠊࡣࡀࢇࡷࡕཎ࿌ᖍ㸦➗㸧

3. ッ≧ࠊᑡ㢠ッゴࠊᨭᡶ╩ಁ࡚࠸ࡘㄪࠊ㛫࡛ࡢ࠸࡞ࡀᅇ㌿⋡ࡢ㧗࠸ᡭἲࡓࡋࢫࣙࢳࢆ

ձッ≧㸦᫂ࡀᚲせ㸧→ዎ⣙ࡽ⌧ᅾࠊ࡛ࡲᘓ≀ࡢ౯㢠ࡸᵓ㐀ࠊᅗ㠃ࠊドᣐࡸᢡ⾪⤒㐣➼ࡀᚲせ㸦STEP㸴㸧

ղᑡ㢠ッゴ㸦㸴㸮௨ୗ㸯㸮௳䭟㸧→ᖺ㛫㸯㸮௳䭟ไ㝈ࠊࡾ࠶ࡀ㸯㸯௳┠ࡣࡽᨭᡶ╩ಁࢺࣇࢩ

ճᨭᡶ╩ಁ㸦᫂ࡀせᩘ௳ࠊไ㝈ࠊࡋ࡞㈝⏝Ᏻ౯㸧→ᕥࠊไᗘࡢṔྐࡣὸ୍ࠊࡃᛂࠊമᶒᩚ⌮ࡀ⡆౽ࡿࢀࢃ⾜

࡞౽⡆ࡽࡉࠊࢀࡉᗫṆࡀᨭᡶ௧ࡿ࠶๓㌟࡛ࠊ࠼ቑࡀ࡞ᑡ㢠ッゴࡢ㔠ࣛࢧ㸦ࡿ࠶ᡭἲ࡛ࡁ⥆ᡭࡓࢀࡉព⏝࠺ࡼ

ᡭ⥆࡚ࡋࡁᨭᡶ╩ಁࡀㄌ⏕㸧㸦STEP㸯㹼STEP㸲㸧

ͤ㜰ᗓෆࠊࡣẸッ㸱㸷㸵㸸㟁Ꮚሗฎ⌮⤌⧊ࡿࡼᨭᡶ╩ಁྍࡀ࡚❧⏦ࡢ⬟㸦㹍㹁㹐ᙧᘧ㸧

4. ᨭᡶ╩ಁࡢ᭩㢮㏦㐩㸦ධཱྀ࡛ࡿ࠶᭩㢮㏦㐩ࡀ㐍࠸࡞ࡲ㸦ࡣࢫࣥࣕࢳ㸲ᅇ㸧㸯㏻ᖖ㸰ᑵᴗሙᡤ㸱ఇ᪥㸲᭩␃㸧

ձ⚾മᶒ⪅ࡣㄪᰝᶒ࡚ࡗࡼࠊ࠸࡞ࡀ㐍࠸࡞ࡲ㸦ᑵᴗሙᡤ࣭㌿ฟඛ࣭᫂ᐇែㄪᰝྍ㸧

㸧ࡿᥱࢆ㘽ࡀ㸦ධ⏦࿌࠸ࡋࡲዲࡀࡢࡿࡏࡉ㝶ࢆമᶒࡢࡢࡑㄳồࡢఫᏯᐙ㈤࡚ࡋࠖ௳㈤ᩱ➼ㄳồࠕ

ղ≉ู㏦㐩ࡽࡔᒆ࠸࡞㸦ᒃ␃Ᏺࡢሙྜࠊఫᡤࡀṇࡶ࡚ࡃࡋᡭΏ࡛ࡢ࡞ࡋᒆ᭱ࠊ࠸࡞ᚋࡣ᭩␃㸧

� ͤᨭᡶ╩ಁ→Ẹッ㸱㸶㸰௨㝆ࠕ᪥ᮏᅜෆ࡚࠸࠾බ♧㏦㐩࡛࠸࡞ࡽࡼ㏦㐩ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍሙྜ㝈ࠖࡿ

� ͤッࡢ࠼ᥦ㉳㸦ッ≧㸧→Ẹッ㸷㸶௨㝆ࠕබമᶒྠᵝᕪ⨨㏦㐩ࠊฟ㏦㐩ࠊ⿵㏦㐩ࠊබ♧㏦㐩ྍࡶ⬟ࠖ

ճ᭩㢮ࡀ㏦㐩ࡶ࡚ࢀࡉ␗㆟⏦❧࡚ࡀฟࡀࢫ࣮ࢣࡿࢀࡉከ࠸㸦ᨭᡶ╩ಁࡣ㸳௨ୖࡢ☜⋡࡛␗㆟⏦❧࡚⛣⾜㸧

5. ␗㆟⏦❧ཱྀ࡚ࡽ㢌ᘚㄽࡶ࡚ࡋ⾜⛣┦ᡭࡣࡿࡃࡀ㝈࠸࡞ࡽ㸦ཱྀ㢌ᘚㄽ࡛ኻ㏿ࠊసᴗቑࠊ㈇ᢸቑ㸧

ձศࡢ࠸ࡓࡋ⡆᫆࡞ᙇࠊࡀ␗㆟⏦❧࡚࣭࣭࠸ᢅྲྀࡢ 㸦࣭㏻⛠㸧╩ಁ␗㆟ࡢッゴ㸸Ẹッ㸱㸷㸳㸻㏻ᖖุ

సᴗቑ㸧࡛ࢀࡇ㸦ࡿࡍᑒྠ⥴୍ࢆᘚ᭩⟆㆟⏦❧᭩␗ಁ╩ࠊ㏦ࡢಁ╩ᨭᡶࡣุᡤࡇ࡞ᑀࡈͤ

ղ␗㆟⏦❧࡚㸦╩ಁ␗㆟⏦❧᭩→╩ಁ␗㆟ࡢッゴ㸧ࡀฟࡓࢀࡉሙྜࢫࣟࡢ

� ╩ಁ␗㆟ࡽ 㸧ࡶ᭶ඛ㸰࡛ࡳኟఇࡢ㸦ุᐁ࠸࡞ࡁ㉳ࡶ࠸ᨭᡶࡋ㉺ࡕᣢࡣ⌮ᩚ࡛ࡲᘚㄽᮇ᪥ࡢ᭶⛬ᗘඛ1

ࣟ� ᨭᡶ╩ಁ㸦ᙜึ㸧༳⣬㢠㸫ッ≧༳⣬㢠㸦╩ಁ␗㆟㸧㸻ڹ㊊༳⣬㢠㸦ࡢࡑࠊษᡭࡢ㏣ຍ㈇ᢸࡶⓎ⏕㸧

�ࣁ ᥦฟ᭩㢮㸦ゎ᮲㡯࣭‽ഛ᭩㠃㸦సᩥᙧᘧ㸧࣭ ୖ⏦᭩㸦సᩥᙧᘧ㸧㸧ࡀቑࡿ࠼

�ࢽ ➨㸯ᑂࡢᬑ㏻ุ⡠ࡀᒃᡤ㸦㐲㝸ᆅ㸧ࡢሙྜ→᪑㈝ࡀⓎ⏕㸦୕Ⅼ࡛ࢺࢵࢭ㐲㝸᧯సࠊ᪑㈝ࡿࡍࣈ࣮ࢭࢆ㸧

ͤ� Ẹ㸰㸯㸦ఫᡤ㸧࣭ Ẹ㸰㸰㸦ᒃᡤ㸧࣭ Ẹッ㸲㸦⤥ࡢッ࠼㸧࣭ Ẹッ㸳㸦㈈⏘ᶒୖࡢッ࠼㸧

ճศ࠸ࡓࡋゝࡽࡀ࡞࠸⿕࿌ࡀἲᘐࠋ࠸࡞ࢀ⌧⟅ᘚ᭩ࡿࡼᨃไ㝞㏙ࡢࡇࠊሙྜࠊ⏦❧ᡭ⥆㈝⏝ࡀᅇ࡛࠸࡞ࡁ

ሙྜࡀከࠋ࠸⤖ᮎࠊࡣゎ௦ࡿࢃỴᐃ㸦Ẹッ㸰㸵㸳ࡢ㸰㸧ࡣࢀࡇࠊゎ࡛ࠋ࠸࡞ࡣ㏻ᖖࠊゎࡣཎ࿌ࡀ⿕࿌ㆡṌ

᭷㈨ຊ㸽↓㈨ຊ㸽㸧ࠊࡣ᭷ຠ㸦┦ᡭࡳࡢሙྜࡿࡁᅇ࡛࡛࠼ᕪᢲࠊࡣᙇࡢᣓㄳồ୍ࠊሙྜࡓࡋ

ͤୡࡢ୰࡛㉳ࡿ࠸࡚ࡁẸุࡣ㸶௨ୖࡀゎ࡚⤖ᑂ㸦Ẹッ㸶㸷㸦ゎࡢヨࡳ㸧㸧ࠊゎࡢ✀୍ࡣศ⣡ィ⏬
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6. ⡆༢ᕪᢲ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࠼㸦ㄪᰝᶒࡀࢪ࣮ࢸࢫࠊ࠸࡞ࡀኚࡶཱྀ❆ࠊࡿࢃᢸᙜ⪅ࡶ௳ྡࡶ௳␒ྕࡶኚࡿࢃ㸧

ձㄪᰝᶒ࠸࡞ࡀ→㈈⏘ࢆ≉ᐃ࡛࠸࡞ࡁ㸦ཱྀᗙ࣭ົඛࡀ᥈࠸࡞ࡏ㸧→ᑐฎἲࡕ࠺ࡢࡑ→ࡋ࡞ᨺ⨨ࠊࡿࢀ⭾ࡣ

ղ⡆ุ᫆ᡤ࡛മົྡ⩏㸦Ẹᇳ㸰㸰㸧ྲྀࢆᚓࠊࡋᆅ᪉ุᡤᕪᢲ௧ࢆồࡿࡵ㸦ูῧ࣮ࣟࣇᅗཧ↷㸧

ճᢸᙜ⪅࣭❆ཱྀࠊࡣ⡆ุ᫆ᡤ㸿᭩グᐁࡽᆅ᪉ุᡤẸ➨ۑۑ㒊മᶒᇳ⾜ಀࡢ㹀᭩グᐁ࣭࣭࣭

մ௳ྡ௳␒ྕࠊࡶ 㸦⡆㸧ᨭᡶ╩ಁ㸦㈤ᩱ➼ㄳồ௳㸧→ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸦ࣟ㸧➨ྕۑۑۑ→
㸦⡆ἲᘐ㸧␗㆟⏦❧࡚→㏻ᖖุ⛣⾜→ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸦ࣁ㸧➨ྕۑۑۑ→
㸦ᆅ㸧മᶒᕪᢲ௧⏦❧௳→ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸦ࣝ㸧➨ྕۑۑۑኚ

յ㈤ᩱ➼ㄳồ௳㸦ᨭᡶ╩ಁ㸧→㸰㐌㛫␗㆟⏦❧ᮇ㛫→㸿␗㆟ࡋ࡞→௬ᇳ⾜ᐉゝᨭᡶ╩ಁ→㸰㐌㛫␗㆟⏦❧ᮇ㛫

㹀␗㆟ࡾ࠶→㏻ᖖุ㸦ཱྀ㢌ᘚㄽ㸧→ゎཪุࡣỴ➼㸦ṇᮏ㸧ᇳ⾜ᩥ→മᶒᕪᢲ௧⏦❧௳ࡿࡆ⧄

ͤ⤥ࡢッ࠼㸻┠ⓗࡣമᶒᇳ⾜㸦ᕪᢲ࡚࠼മᶒᩚ⌮㸧

նᘓ≀᫂Ώ➼ㄳồ௳㸦ッࡢ࠼ᥦ㉳㸦ッ≧㸧㸧→ุỴᇳ⾜ᩥ→ᙉไᇳ⾜ࢆᇳ⾜ᐁ౫㢗

ࡿࡍⓗ┠ࢆࡋΏࡅ᫂ࡢࡽ≀ᅵᆅ࣭ᘓࠊ࠼ッࡢ㈈⏘ᶒୖࡣࢀࡇͤ

� ࢳࢵࢱࣥࢺࣂබമᶒᢸᙜࡽമᶒᢸᙜ⚾ࠊࢺࣥࣙࢪࢆᤚ⣴බỴᚋุࡢࡋᘓ≀᫂Ώࠊࡣ㹁ࣛࢺࣝ࢘ͤ

㸦ᘓ≀᫂Ώ➼ุᚋࠊᇳ⾜ᐁண⣡㔠ࡿࡍࣈ࣮ࢭࢆ┠ⓗ࡛ࠊᅜಖ⛯ᢸᙜ⪅ᤚ⣴ࡏࡉࢆබࠋࡓࡳ࡚ࡏࡉ� � �

㸟㸧㸧ࢁࡸ࠸㧗ࡣ㸲㸮㸦ᇳ⾜ᐁண⣡㔠ࡿࡆ⧄᪉࡛ᅇ୍ࠊ࠼ᢚࢆࢺࢫࢥ᪉୍࡛ࠊ࡚ࡍ

7. ุᡤ㸦௦ᇳ⾜㸧ࠊࡣ௳ゎỴࡣࢻ࣮ࣆࢫせࡿ࠸࡚࠼⪄㸦ៅ㔜➨୍㸧

ձമᶒമົ⪅ࠊཎ࿌⿕࿌ࡽ༑ศពぢࡁ⪺ࢆࢆ㐍ࡀࡢࡿࡵẸྖἲࠊᛂ⟅ࡤࢀࡅ࡞⮬ⓑ┳ࡍ

ղฮྖἲࢬ࣮ࣞࣇࡢ㸦ࡣࡁࡋࢃ⿕࿌ࡢ┈㸧ࠊ≧ἣドᣐࡣ㸯௳㸯௳ࢆᮇࡋᘚㄽ‽ഛഛࡿ࠼

ճゎࡢሙྜࠊ᠔ᛰ᮲㡯ᩥࡢ୰ࠊศ⣡ィ⏬㸯ᅇࡢ᠔ᛰࡤࢀ࠶ࡀᮇ㝈ࡢ┈ࢆ႙ኻࡋ㐜ᘏᦆᐖ㔠ࢆ୍࡚ࡋᣓㄳồ㸟

࠺⾜ࢆ௰ࡢࡾമົ⪅ᐤࡣุᐁࠊ㸽ዴఱࡣ࡚ࡋ᠔ᛰࡢ㸰ᅇࠊࡤࢀࡍグ㍕

մᚰドࢆⰋࠊ࡛ࡇࡿࡍࡃពእཎ࿌࡛ࢫ࣮࣌ࢆ㐍ࡿࢀࡽࡵ㸦ճࡢ᠔ᛰ㸰ᅇࢆุᐁゝ࠸࡞ࡏࢃ㸧

ͤᮇ㝈ࡢ┈ࠊᮇ㝈ࡢ┈႙ኻࠊࡣ࡚࠸ࡘẸ㸯㸱㸴࣭㸯㸱㸵ཧ↷㸦ゎ᮲㡯➨㸱㡯→᠔ᛰ᮲㡯࡚ࡋグ㍕㸧

ͤ᮲ಁ╩ࡸ㐜ᘏᦆᐖ㔠࡚࠸ࡘグ㍕ࡤࢀ࠸࡚ࡋᖺ㸯㸲㸬㸴㸣ࡀㄳồྍ⬟㸦ᜥไ㝈ἲ௨ୗ࡛ࡇࡿ࠶㸧

ࠋᖺ㸴ศࡣമᶒၟࠊࡿࡍᖺ㸳ศ㸦Ẹ㸲㸮㸲㸧ࠊࡣሙྜ࠸࡞࠸࡚ࡗㅻ࡚࠸ࡘࢺࣥࢭ࣮ࣃࡢ㐜ᘏᦆᐖ㔠≉

� �
8. മᶒᕪᢲ௧ࡀୗࡶ࡚ࡗ➨୕മົ⪅ࠕࡣᣢཧ࣭㎸ࠖࡳఱࡋ࡞ົ⩏ࡶࢀ㸦࡞࢝ࣂ࡞ࢇࡑ㸧

ձ➨୕മົ⪅ࡾྲྀࡽ᮶࠸㸟㸟ゝࡤࢀࢀࢃമᶒ⪅࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࠸ࡾྲྀࡣ

㸦㐲㝸ᆅࡢሙྜࠊẖ᭶ྲྀ࠸࡞ࡀ➻ࡿࡅ⾜ࡾ㸦࠙ ࠚമᶒ⪅㸸ᐩ⏣ᯘᕷ vs➨୕മົ⪅ᾏ㐨ෆࡢἲே㸧㸧

ࡿࡍసᡂ㸧ࢆ≦㸦STEP㸳࣭ッ⾜ࢆッゴ❧ྲྀࡿࡍᑐ⪅മົ୕➨ࠊሙྜ࠺࠸࠺ࡇ

9. ⡆༢⣡Ḟᦆ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ㸦ฎศṆࡀ࡞㐺⏝࠸࡞ࢀࡉ㸧

ձᐜ᫆ⴠࠊࡽ࠸࡞ࡏィつ๎ࡢᣑゎ㔘㸦㐠⏝᪉㔪㸧ࡸമᶒ⟶⌮᮲ࢆసࡿ⮬యࡀቑࡿ࠸࡚࠼

� � � ͤᅜࡢമᶒᩚ⌮㛵ࡿࡍἲᚊ㸦മᶒ⟶⌮ົྲྀᢅつ๎㸱㸮᮲ࡋ࡞ࡳᾘ⁛つᐃ㸧

ղ◚⏘→ุᡤࡢỴᐃ࡛㠀ච㈐チྍ⏤ྠࢀࡉ࠸࡞ࡀᗫṆ→༶Ⰻമᶒ→࡛ࡶ⣡Ḟᦆࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ◚⏘

௨㝆ࡣ⮬↛മົ→ᙉไᇳ⾜ࡀ࠸࡞ࡁ࡛ࡣศ⣡ࡋࡋࠊ⬟ྍࡣศ⣡ࢫ࣮ࢣ࡞⛥ࡣ

ͤពぢ᭩ࢆฟࡶ࡚ࡋุᐁࡢ㔞ᶒ㸦⮬⏤ᚰド㸧࡚ᩥࡣそୖࠊࡎࡽ࿌ࡣࡿࡍ㍍ᚤࡿࡂࡍ◚⏘ࡢ⤖ᮎ

10. ㉥ᖹᕷࡣࡓ࡚ࡋࡉࢇࡆࠊ࡛ࡲ㸽

ձ⣡ࠊࡾ࠶ࡀୟࡈࠊࡘ㏆ᡤࡶࡽⱞࢆࡢࡶࡿ࠶ࡀぢࠊࡵࡋࡏ᫂Ώุ࣭ᙉไᇳ⾜ࢆ㸯௳

ղෆᐜド᫂㒑౽㸦⦪㸰㸴⾜�ᶓ㸰㸮Ꮠ࣭㸯㏻㸯㸰㸰㸮㸧ࢆ㏦ࡓ࠸࡚ࡋ㸦ࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ㸧

ճᅄ༙ᮇࢆ≦ಁ╩ࡈ㏦ࡓ࠸࡚ࡋ㸦㸯ᕤ⛬࡚ࡋ┣┠ⓗ㏦㸧

մᨭᡶ╩ಁ௬ᐉࠊࡣ࡛ࡲᖹᡂ㸯㸲ᖺ㸯㸮௳⛬ࡓ࠸࡚ࡗࡸ㸦ࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࡶࢀࡇ㸧

յㄋ⣙᭩ࡓ࠸࡚ࡗྲྀ௳ᩘࢆ㸦ࡶࢀࡇ☜ᐇࡣゝࠊ࠸࡞࠼ㄋ⣙ᒚ⾜ࡽࡓࡋࣉࢵࢺࢫࡀᡴࡘᡭࡋ࡞㸧

ୖグձࡽյࡶ࡚ࡗࡸࢆ῭ࡅࡲ࠾ࠊࡃ࡞ࡶ➻ࡿࢀࡉேဨῶࠊᕪᢲࡣ࠼ክࡓࡲࡢክ

� �
㸦㹒㹐㹗㸧ࡇࡓࡁ࡚ࡗࡸ㸯࣭㸰ᖺ࡛ࡇࡇࠊ㹁㹆㸿㹌㹅㹃࠸ᛮ㹁㹆㸿㹌㹁㹃ە

11. ᑟධ㸧ࡅࡔࡿ࠼ࢆᡭἲࡢ⛯㸦ࡓࡳ࡚࠼ッどぬࡎ࠼࠶ࡾࠊ࠼ษദ࿌᭩㸦Ⰽ⣬㸧ࡽ≦ಁ╩

㹑㹊ᶵ㛵㌴㹂㸳㸯ࡢබ→ே␗ື㸦ᤚ⣴→ᕪᢲ࠼→ᦙฟ⤊ࡽࢀࡇࠊබබ࿌ࡢ࡞㸧୍ࡢࡑࠊ᪉࡛ࠊఫᏯ㈤

ᩱࢆᑐ㇟ദ࿌᭩ࢆ㔞㏦ᩚࠊ⌮ᶒࢆ㓄ࢆཱྀ❆ࡿΰ㞧ࡏࡉㄋ⣙⪅ࢆቑ⏘ࠊ㐣⃭ദ࿌ࡇ࡞ࢇࡑᛧࡿࡀ⟶⌮

ศḟ➨㸧⮬ࡣ࠶ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀ㹌㹍ࡢ㸦ୖྖ⫋⌮⟶ࡓ࠸࡚ࡗᙇࢆ⬚㆟࡛ࡤࡅࡘࡀẼࠊࡌ⏕ࡀኚ⫋

12. 㸧࣭࣭࣭ㄯࡶྖୖࡣࡵࡌࡣ㸦ࢺ࣮ࢱࢫࡽ᫂Ώุࡢ⪅㛵ಀඖᭀຊᅋᵓᡂဨࡾ࡞ࡁ࠸

ணᮇࡠࡏฟ᮶㸦ุᡤࡢࡽㆤせㄳᏛᰯࡢㄪᩚࠊ㹗⤌⣔㹉㹗㸿⤌� ⤌㛗ࡢࡽ㹒㹃㹊㸧

13. ㄋ⣙ࡁ⪺ཱྀ࡛❆ࡢฟ࡞࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࡋ⣡⌮⏤ࡁ⪺ࢆฟࡋከ㔜മົ⪅ࢆⓎ᥀ࠊ༶❆ཱྀ࡛㐣ᡶ㔠ィ⟬ࠊᘚㆤኈ

㐣ᡶ㔠ᅇ㢠�ᾘ㈝⛯㸧ࡣ㸯௳㸱�௳ᩘ�㸳㸣㸩ᡂຌሗ㓘ࡣ㸦╔ᡭ㔠ࡓࡳヨࢆ⌮ពᩚ௵࡛࠸⧄

ͤ⣡⪅ࡢ㈈ᕸࡃ࡞ࡣ࡛ࡽᘚㆤኈࡽ㓄ᙜࢆ㈔ࠊ࠺ᩆ῭⣡ᩚ⌮ྠࢆࡓࡳ࡚ࡗ⾜㸧

14. ⪁ᮙఫᏯࡢධᒃ⪅㸦⣡⪅㸧ࡣᘓ≀᫂Ώุࡣᴟຊࡢࡑࠊ࠸࡞ࡋ௦ࡾࢃᕪᢲࢆ࠼ᩒ⾜

ͤᇳ⾜ᐁண⣡㔠ಟ⧋㈝ࢆ⪃៖ࠊ⣡⪅ࡶᅛᐃᐈ⨨ࠊࡅ⣡⪅ᩍ⫱ࡀᾐ㏱࡛ࡲࡿࡍᐃᮇⓗᕪᢲ࠼
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15. ㄪᰝᶒ࠸࡞ࡀ௦ࡾࢃ⣡ᑐ⟇ᮏ㒊ࢆ㞃⵿ࢀሗࡓࡋ࣮ࣝࢶ㸦┦ᡭ᪉ㄝ᫂ࡓࡋࡋࡼࡤࡅࡘࡀ㸧

16. ࡀᴦࠊ࠺ࡼࡿࡵࡋᴦ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ⏦❧ᵝᘧࢆసᡂࠊ‽ഛࡓࡋ㸦ᘚㆤኈࡣ㹕㸿㹐㹂ᙧᘧ͐㐜࠸㸧

17. ㄋ⣙ᒚ⾜ࡀᯝࢆࡢࡶ࠸࡞ࢀࡉࡓ㐜ࡃ࡞Ẹ௳ࡿࡍ⾜⛣㸦⾜ᨻࡣ࣐ࣥ⣙᮰࠸࡞ࡽ◚ࢆ㸻ಙ⏝ࢆಖࡘ㸧

18. ุᡤ㊊ࡃࡆࡋ㏻࠸᭩グᐁࡽⰍࢆࡢࡶ࡞ࠎ㹅㹃㹒ࡓࡋ㸦᭩ᘧ࠼⪄ࠊ⬦ᩥࠊ⌧⾲ࡸ᪉࡞㸧

19. ⌮⪅ࡶ࡛ࡸ࠸ࡀ㛵ᚰ࠺ࡼࡘࡶࢆษࢀ㛫ࡃ࡞Ỵ῭ࡓࡅ⥆ࡆୖࢆ

20. ᩘ✀㢮ࡢ⚾മᶒ୍ࡵࡲࡾྲྀࢆᣓᩚ⌮ࢆヨࡓࡳ㸦㈤ᩱୖࠊỈ㐨ࡋࠊᒀࠊ㥔㌴ሙࠊ་⒪㈝ etc㸧
ᖺࡽ⮬య㝔་⒪㈝ᮍ㔠࡛ࡲᣑᙇࠊ㝔༢⊂࡛ࠊ⌮↓ࡣ⣡ᑐ⟇ᮏ㒊ࡢചୗ࡛ࢆࡇࡿ࠶ᙉㄪ㸧

21. ╩ಁ␗㆟ࡢッゴཱྀࡽ㢌ᘚㄽࡣఱࢆᏛཱྀࠊࡧ㢌ᘚㄽࢆ㏻ࡋἲᚊࢆᏛࡪ㸦㸯ࠊື⾜㸰ἲᚊ㸧

ձᘓ≀᫂Ώ➼ุỴࡽമᶒᕪᢲኚ㸦ࡢ࡛࢙࣒࣮࢘࣍ᡓ࠸᪉ࡣ㐪ࢺࢫࢥࡣࡇࡇࠊ࠺ឤぬࢆᣢ࡚ࡗ㸟㸧

ղ㐲㝸ᆅࢆุ⡠ࡓࡋሙྜࡢᡓ࠸᪉㸦ୖ⏦᭩࣭‽ഛ᭩㠃࡛ᨷໃ㸧яఫᡤᒃᡤ୍ࡀ⮴㸦‽ഛ᭩㠃ࡢ┬␎ྍ㸧

ճッࡢ࠼㏣ຍⓗኚ᭦ⓗኚ᭦㸦ᨭᡶ╩ಁ→␗㆟→ཱྀ㢌ᘚㄽ→ゎ᮲㡯ᘓ≀᫂Ώ᮲㡯ࢆ㏣ຍࡿࡍ㸧

22. ㄏᑟ㸧ࢆẼࡿࡸࡢㄢࠊ⒪ἲࢡࢵࣙࢩ㸦ࡓࡏࡽ㡰␒࡛ᗙཎ࿌ᖍࡁᣍἲᘐࢆ⪅മᶒᢸᙜ⚾ࡢᩘ「

23. ᑓỴฎศࡢሗ࿌ࢆ㏻ࡋ㆟ဨࢆぢ᪉ࡓࡅࡘ㸦ᗇⓗമᶒᩚ⌮㆟ဨࡢ㛵ᚰࡀཬ࠺ࡼࡪᕤసࠊࡓࡋ㉁ၥቑ㸧

24. ⚾മᶒᩚ⌮ࡀ㐍ᒎࡿࡍ㐃ࠊࢀ᪉ࡀቑࡓ࠼㸦⏘ᴗ࣭㈈ᨻ࣭ᕷẸ⏕ά࣭Ỉ㐨ㄢ࣭㝔࣭୕ࢡࢭ➼㸧

25. ᖌ͐ඖᮾி㒔⛯ᒁᚩ㒊ᣦᑟᐊ㛗� ⌧ YAHOO!JAPAN-ECᐁබᗇᢸᙜ� ᇼ� ༤ᬕẶࡽᏛࡇࡔࢇ

ձ㏨࣭࠸࡞ࡆᘬ࣭࠸࡞㦫ࡢࠊ࠸࡞ᚰᵓ࠼㸦ఱ࣭࣭࣭ࡶ࡚࠸࠾㸧

ղᤚ⣴ࡶබࡶ⡆༢࡛ࡼࡍ㸦⚾മᶒࡶ⡆༢࡛ࡢࡑࠊࠊࡼࡍẼࡓࡁ࡛ࡽࡓࡗ࡞㸧

ճ⮬ศࡀ㈚࠾ࡓࡋ㔠ࢆ㏉࠺ࡽࡶ࡚ࡋẼᴫ࡛⮬ࢆࡽ㰘⯙㸦⪃࠼᪉ࠊࣝࣉࣥࢩࢆẸุࢆᴦࡿ࠼⪄㸧

մබົဨࡣ㢌ࡽ࠸࠸ࡀ㸦⮬ศ࡛㞴ࠊ࠸࡞ࡋࡃࡋᖖ㆑ⓗゎ㔘࡛ࡇࡿࡍᴦࡿࢀ࡞㸧

յඛࠊື⾜ࡣࡎἲⓗࡶ࡛᎘ࡣࡇ࡞ᚋࡿࡃ࡚࠸ࡘࡽ㸦⾜ືࡽධࡿ᪉ࠊࡀἲᚊࡶ㢌ධ࠸ࡍࡸࡾ㸧

նᝎࡽࡔࢇᢲࠊࡿ࠼ࡉ㛫㐪ࡽࡓ࠸࡚ࡗ㏉ࡅࡔ࠸࠸ࡤࡏ㸦ッྲྀࡶ࡛ࡘ࠸ࠊࡶ࡚࠼ୗࡓ࠼⪄ࡿࢀࡽࡆ㸧

㸦┠ⓗ㐩ᡂ࠸ࡲ㐍ࠊࡋ㛫㐪ࡤࢀ࠶ࡀ࠸⣲┤ㅰࠋࡿㅰࡶࡇࡿᐃෆࡶࢫ࣑ࡔࢀࡇࠊᛧ࠸࡞ࡃ㸧

շ㒔ᗇ࡛ۑۑࡢᑐ⟇㸦⮬ࡽㄢ㢟ᣮࠊࡳ㐨ࢆ㛤ࠊࡃᇼὶ⾜ືᏛࢆᏛࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡧ⥔ᣢ㸧

ո่࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ㸦ṇ⩏ࢆឡࠊࡋឡ࡚ࡗࡶࢆᜍᛧࢆᢚࡸ∝ࠊ࠼ᕪᢲ࠼㸧ᕥࠊᕪᢲࡣ࠼ุㄞ᭰࠼

26. 㔜せࠊࡣࡢ࡞௰㛫ࡇࡿ࠸ࡀ㸦♫ෆᢠໃຊࡤࡽ࡞ࡿ࠸ࡀ㐲㏆ᨷࠊ㐲ࡃࡾࢃ㏆ࢆࡃᨷࡿࡵ㸧

27. 㸧ࡴ㣧ࡶ㓇ࠊࡃᢤࡣࡁࡃᢤࠊࡿࡅࡘࢆࣜࣁ࣓ࣜ㸦ࡿࡆୖࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢࡒࡇࡇ

28. 㸦ර㝲ቑဨ㸧ࡿ࠼⪄ࢆ⏘〇࣭㔞「ࡢࣇࢵࢱࢫࠊࡏࡉᾐ㏱ᗇࢆᒎ㛤ࡢࡇ

ͤẸุࡣᙺᡤ࡞ࢇࡢሙ㠃࡛ࡶᐃࡤࢀࡅ࡞ࡁ࡛ࢪ࣮࣓ࠋࡿࢀࡉἲᘐ㊊ࢆ㐠࡛ࢇඛࡣࡎయ㦂㸟

29. ⩎ᮃⓗᚩ⛯ྣဨド͐ഇබ༳බᩥ᭩సᡂ➼ྠ⾜ࡢ⨥࡛⿕࿌ᖍᗙ࠺ࡼࡠࡽ� (➗)� ͐� ฮἲ➨㸯㸳㸴᮲

30. ุࠊࡣ♫ࡢඹྠᗁࢆ⥔ᣢࡿ࠶࡛࣮ࢽࣔࣞࢭࡢࡵࡓࡿࡍ㸦ฮࡣ᭷⨥ࠊẸࡣᙧᘧⓗ㸟㸧

31. ㅮ⩏⤊㸦࡛ࢀࡇ㈨᱁ࡓࡗྲྀࢆᤊࡤࡽ࡞ࡿ࠼㸧࣭ 㸧ࡿ࠶⡿⢏࡛ࠖࡓ࠸ࡘࡢ㊊ࠕࡣὶ㸦㈨᱁ࢱࣚࢺ࣭࣭

ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸵᭶㸷᪥

�㹍㹑㸿㹉㸿ᚩຊᙉ◊✲ࢭࢵ࣐ � � � �

㸦ᩥ㈐㸧ᾏ㐨㉥ᖹᕷ� ᒣ᳃

�ࢺࢫ࢟ࢸ࣭࣮ࣥࢦཧ⪃㸸ە 㹎㸱㸮ᢤ⢋㸧�

㹌㹇㹑㹑㸿㹌᭱ࡢ㧗⤒Ⴀ㈐௵⪅࣮ࣥࢦ࣭ࢫࣟࣝ࢝Ặࡣ㸪㸯㸷㸷㸷ᖺ௨๓ࡢ᪥⏘ࡢヰࡸ⌧ᅾࡢヰࡧࡓࡿࡍࢆᚲ࡞ࢇࡇࡎ

㢼ᑜࠋࡍ࡛࠺ࡑࡿࢀࡽࡡ�

ձ᪥⏘ࡀά࡛ࡣ⏤⌮ࡓࡁ㸽�

ղࢀ࠶▷ᮇ㛫࡛䬫Ṛࡢ≧ែࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ┤ࡕ❧ࡽ⛎ジࡣ㸽�

ճṚࡓࡗࡔ↛ྠࡶࡔࢇᴗࢆࢻ࣮ࢲࣥࢱࢫࣝࣂ࣮ࣟࢢ࡚ࡗࡸ࠺ࡽᕥྑࡢ࡛ࡲࡿࡍ➇தຊࢆᡭࡢࡓࡋ㸽㸪࣭ ࣭࣭�

࡛ࡀࡇࡿྲྀࡳㄞࢆᩍカࡢࡘ㸰ࡽ㦂⤒ࡢ⏘㸪᪥ࡽ࡞ࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࢃゝ࡚࠼࠶㸪ࡀࢇࡏࡲࡏ⾲࠸ゝࡣゝ୍࡛ࡣ࠼⟆ࡢࡑ

�ࠋࡍᩍカ࡛ࡿࡍ⏝㏻ࡶᴗࡢ㸪ࡎࡽ㝈⏘᪥ࠋࡍࡲࡁ

�ࠋࡇ࠺࠸㸪࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗࡧࡃࡳࢆጾຊࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ㸪♫ဨࡎࡲ

ᴗࡣ㸪Ỵࡣࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡇ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡋࢁࡋࡀ࠸࡞࡚ࡋ㸪♫ဨࡢ㢌⬻➇தព㆑࡛ࠋࡍ�

� 㐙ࡾࡸࢆࡇࡢࡃ㸪ከࡤࢀࡅ㧗࠼ࡉࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ㸪♫ဨࡶ࡛ࡇࡓࢀࢃゝࡔ⌮↓ࡽ㸪ഐࡶ࡛ࡇ࡞ᅔ㞴࡞ࢇ

ᙅࡶ㸪ᴗ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿ㉮࡛ࡋ࡞ᩱ⇞ࢆࢫ㌴࣮ࣞື⮬ࡤࢃ࠸㸪ࡤࢀࢀࢃኻࡀࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔ㏫ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀࡇࡿࡆ

యࡽࡍ࡛ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ㸪⤒Ⴀ㝕᭱ࡀඃඛࡣࡵົࡁࡿࡍ㸪♫ဨࡀࡕࡓඹ᭷ࡋ⌮ゎ࡛ࡿࡁ᫂☜ࣥࣙࢪࣅ࡞㸪♫ࡆ࠶

�ࠋࡇࡿࡍ❧☜ࢆ⏬㛗ᮇィࡓ

�࣐࣮ࠖࢸࡢ⏘᪥ࠕ

㹎㹍㹕㹃㹐� 㹁㹍㹋㹃㹑� 㹄㹐㹍㹋� 㹇㹌㹑㹇㹂㹃� 㸦ຊࡣෆ㒊ࡽ㸧�

Ẹ⏕ࡢ➨୍ே⪅ࠕࡓࡲࡶᅔ㞴ࡣᚲࡎゎỴ⟇ࢆ㐃ࠖࡿࡃ࡚ࢀ㸪࠺ࡼࡢࡇゝࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃ�

�ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡋࡇ㉳ࡧࢆᏊ⊺ࡿࢀ╀ࡿ࠸୰ࡢࢇࡉⓙࡽࢀࡇ

⏘Ⅳᆅ❓ࡶࡇࠊࡣ䬫ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋኤᙇࢡࢵࣙࢩ௨㝆ࠊಶࡀࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢࠎ㘽ࢆᥱࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ�

๓⪅ࡢ㎋ࢆ㋃࡞ࡴ㸟� ࠺ࡻࡋࡲࡋ⛣ື⾜ࡽࡇࡇࠊ㸟�
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第
８
回

第８回　事例研究２　私債権及び非強制徴収公債権にかかる整理回収プログラムについて

��������� ࡢ㈨ᩱࡓࡋ㹍㹑㸿㹉㸿ᚩຊᙉ◊✲⏝㸦㓄ᕸࢭࢵ࣐ 67(3�㹼67(3� �ㄝ᫂㸧ࡢ࡚࠸ࡘ

�

࠙⡆౽࡞᪉ἲ࡚⚾മᶒᅇࢆ㐍ࠚࡿࡵ�

�

67(3�� 3�㹼3�� ᨭᡶ╩ಁࡢ⏦❧᭩ᵝᘧ㸦ࣝࣉࣥࢧ㸧࣭ ᪥ᖖᐙമົࡢᙜ⪅㸭Ẹ ���࣭���㸦മົ⪅͐ࡣࡽ㸧�

� 3��㹼3��� ᨭᡶ╩ಁࡢ⏦❧ᥦฟ㸦㏦㐩⤖ᯝ㏻▱⏝ࠊ࢟࢞ࣁ㏦㐩→᭩グᐁ→മᶒ⪅㐃⤡㸧�

� 3��㹼3��� ᨭᡶ╩ಁࡽ╩ಁ␗㆟ࡢッゴࡓࡋ⾜⛣ሙྜࡢ༳⣬ࡢ㏣⣡࣭༳⣬㢠୍ぴ⾲�

� 3��㹼3��� ㏻ᖖ㏦㐩ࡀᯝ࠸࡞ࢀࡉࡓሙྜḟࡿ࡞㏦㐩ඛࡿࡍ⏦ୖࢆ㸦㸯㏻ᖖ㸰ᑵᴗሙᡤ㸱ఇ᪥㸲᭩␃㸧�

� 3��㹼3��� ᨭᡶ╩ಁ㏦㐩→␗㆟ࡋ࡞→௬ᇳ⾜ᐉゝᨭᡶ╩ಁ⏦❧࡚㸦ᇳ⾜ᩥࢆせ࠸࡞ࡋമົྡ⩏㸧�

� 3��� ᨭᡶ╩ಁࡀᒆࡁ௬ᇳ⾜ᐉゝᨭᡶ╩ಁࡀᒆ࠸࡞ሙྜࠊ᭩␃㸦㒑౽㏦㐩㸧ࢆ౫㢗ࡿࡍ�

� 3��㹼3��� ௬ᇳ⾜ᐉゝᨭᡶ╩ಁࡀ㏦㐩→ࠕ௬ᇳ⾜࡛ࠖࡿࡁグ㍕ࡓࢀࡉമົྡ⩏ࡀᒆࡃ�

� 3��㹼3��� ᨭᡶ╩ಁྠᑒࡢ╩ಁ␗㆟⏦❧᭩ཬࡧ⟅ᘚ᭩㸦⟅ᘚ᭩ࡣ⿕࿌ᨃไ㝞㏙࡚ࡋࡿࢀࢃ㸧�

�

࠙╩ಁ␗㆟ࡢッゴཱྀࠊ㢌ᘚㄽࠊᑓỴฎศࡢሗ࿌ࠚ�

�

67(3�� 3�㹼3�� ཱྀ㢌ᘚㄽᮇ᪥ࡿࡅཷࢆ㸦ཎ࿌ࡢពᛮ⾲♧㸧ࠊᑓỴฎศࡢᣦᐃ࡚࠸ࡘ㆟㘓➼せồࡿࢀࡉ�

� 3��� ╩ಁ␗㆟ࡢッゴࡓࡋ⾜⛣ሙྜ࣮ࣟࣇࡢ㸦ッࡢ࠼㏣ຍⓗኚ᭦㐲㝸ᆅཱྀ࡛ࡢ㢌ᘚㄽ㸧�

� 3��㹼3��� ゎ᮲㡯㸦3��㸭ෆ㒊Ỵ῭⏝3ࠊ��㸭୍⯡ⓗゎ3ࠊ��㹼㸭ッࡢ࠼㏣ຍⓗኚ᭦ࢆᫎ㸧�

� 3��㹼3��� 㐲㝸ᆅཱྀ࡛ࡢ㢌ᘚㄽ㸦ୖ⏦᭩㸦Ḟᖍࠊ⏤⌮ࡢཎ࿌ࡀồࡿࡵุࡢ㐍ࡵ᪉ࢆ౫㢗㸧�

� � ྠ� ୖ� � � �㸦‽ഛ᭩㠃㸦ᨷᧁཬࡧ㜵ᚚࠊᨃไ㝞㏙㸧ฟ㢌ࡢ௦ࡾࢃ᭩㠃࡛ᙇ㸧�

� 3��� ➨ � ᅇཱྀ㢌ᘚㄽࡀཎ࿌⿕࿌ࡶḞᖍ→ᘚㄽ୰Ṇཪࡣᘏᮇ→㸰ᅇ┠ࡢᘚㄽᮇ᪥ࢆồࡿࡵ�

� 3��㹼3��� 㸰ᅇ┠ࡢᘚㄽ㸦ཎ࿌ฟ㢌࣭⿕࿌Ḟᖍ㸧⤖ᯝ࣭࣭࣭ゎ௦ࡿࢃỴᐃ㸦ุỴࡢ➼ྠຠຊ㸧�

� 3��㹼3��� ཎ࿌⿕࿌ࡶฟ㢌ࡓࡋሙྜࡢゎㄪ᭩㸦ุỴࡢ➼ྠຠຊ㸧ࠊ᪥ᖖᐙമົࡢ㐺⏝�

� 3��㹼3��� ᑓỴฎศࡢ㆟ሗ࿌ᥦㄝ᫂�

�

࠙ᕪᢲ࠼‽ഛࢆ㐍ࠚࡿࡵ�

�

67(3�� 3�㹼3�� ㄪᰝᶒ࠸࡞ࡀ௦ࡾࢃ⣡ᑐ⟇ᮏ㒊ࡢά⏝࡚ࡗࡶࢆሗ㞟㸦ᕪᢲࡢ࠼┠ⓗ≀ࢆὙ࠺㸧�

� 3�� ุỴ㸦മົྡ⩏㸧ᇳ⾜ᩥࢆຍ࠺ࡼࡿ࠼᭩グᐁせㄳ㸦ᇳ⾜ᩥ⏦ㄳ㸧�

� 3�㹼3�� ุỴᇳ⾜ᩥࡀࡓࢀࡉ≧ែࢆ⾲⌧㸦ᘓ≀᫂Ώ➼ㄳồ௳ุࡢỴᇳ⾜ᩥ㸧�

� 3�㹼3��� മົྡ⩏ࡀ┦ᡭ᪉㏦㐩ࢆࡇࡓࢀࡉド᫂㸦ㄳ᭩᭷ㄳ᭩↓ᥦฟࠊ᭩グᐁࡀ㸧�

� 3��� ၟᴗⓏグ⡙㸦௦⾲⪅㡯ド᫂᭩ࡣࡓࡲ㒊㡯ド᫂᭩㸧ࡢබ⏝㸦㏻⛠ྡ㸸㈨᱁ド᫂᭩㸧�

� 3��㹼3��� ッࡢ࠼ᥦ㉳㸦ุỴ㸧→ᙉไᇳ⾜→ᇳ⾜⤊᪥ࢆᇳ⾜ᐁࡀド᫂→☜ᐃᦆᐖ㔠⟬ฟ3ࠊ�� ⌧㔠ᡶ�

� 3��� ⏦❧࡚௨㝆せࢆ⏝㈝ࡓࡋ☜ᐃ㸦മᶒ⪅→᭩グᐁ㸧ࠊࡢ┠ࡘമົྡ⩏ྲྀᚓࢆ┠ⓗࡿࡍ�

�

࠙മᶒᕪᢲ௧ࠚࡿ࡚❧⏦ࢆ�

�

67(3�� 3�㹼3��� മົྡ⩏ྲྀᚓᚋࠊᆅ᪉ุᡤᮏᗑ㸦ᮐᖠᆅẸ㸲ࠊᮾிᆅẸ㸰㸯㸧ᕪᢲࡿ࡚❧⏦ࢆ࠼�

� 3��� ᖺ㔠➼ࠊணࡵධ㔠᪥ุࡀ᫂ࡿ࠸࡚ࡋሙྜࡢമᶒᕪᢲ࠼ಀࡿᮇ᪥ᣦᐃ�

� 3��㹼3��� 3��㸭ゞṇ౫㢗㸦᭩グᐁ㸧→മᶒ⪅ࡀゞṇ㸦せู⣬㸧3ࠊ��㸭㏻ᖖ㏦㐩�→ᑵᴗሙᡤ㏦㐩౫㢗�

� 3��㹼3��� ᕪᢲ௧ࡀୗࠊࡾ➨୕മົ⪅ᕪᢲ࠼ࡉ㸦ᕪᢲ࠼ 3��  3�� �ᑒ㸧ྠࢆཎᮏࡢ

� 3��㹼3��� ➨୕മົ⪅ᑐࡿࡍᕪᢲࡿࡅ࠾ὀព㡯㸦ᆅ᪉ุᡤࡽമᶒ⪅㏻▱㸧�

� 3��㹼3��� ᆅ᪉ุᡤᕪᢲࡾྲྀࡢ࠼ୗࢆࡆ㏻▱ྠࠊമົྡ⩏㏦㐩ド᫂᭩ࢆ㏉࠺ࡽࡶ࡚ࡋ�

� 3��� ᕪᢲࡾྲྀࢆ࠼ୗࠊࡆッゴእࡢゎዎ⣙ࢆࡍࢃ㝿ࡢዎ⣙᭩㸦ࣝࣉࣥࢧ㸧�

� 3��� ୍ᗘྲྀࡾୗࠊࡋࡇࡓࡆࡧᕪᢲᡭ⥆ࢆࡁ㛤ጞ㸦മົྡ⩏ࢆ㏉࠸࡞ࢃࡽࡶ࡚ࡋሙྜ㸧�

� 3��� ษᡭࡢ㏦࡚࠸ࡘ㸦ࣝࣉࣥࢧ㸧�

� 3��㹼3��� ➨୕മົ⪅ᑐࡿࡍᕪᢲ࠼ᐇ⌧ࡵࡓࡢᡶ࠸ฟࡋ᪉ἲࢆ㏻▱ࠊࡋ㔠㖹ཷࢆධࡿ�

� 3��� ᕪᢲࡓ࠼㔠㖹ࡀ╔㔠ࡓࡋᚋࠊᆅ᪉ุᡤᮏᗑሗ࿌㸦⤥ࡢሙྜࠊẖᅇ㹄㸿㹖࡚ሗ࿌㸧�

�

࠙➨୕മົ⪅ᑐྲྀࡿࡍ❧ッゴࠚ�

�

67(3�� 3�㹼3�� ྲྀ❧ッゴࡢッ≧㸦ࣝࣉࣥࢧ㸧࣭ ➨୕മົ⪅ᑐྲྀࡿࡍ❧ッゴุࡢ�

�

࠙ッゴࢆᥦ㉳ࠊࡋᘓ≀᫂Ώ➼ㄳồ௳ࡽᙉไᇳ⾜ࢆᐇ⌧ࡿࡍሙྜࠚ�

�

67(3�� 3�㹼3�� ㉳ࠊッ≧ࠊཧ⪃㈨ᩱ㸦ุᡤἲẸッゴἲ㸧�

� �

� 3�㹼3��� ᣦᐃ᭩㸦ฟ㢌ணᐃ⪅ࢆሗ࿌㸧ࠊᘓ≀」ᡂ౯᱁ィ⟬᭩㸦ᘓ≀ホ౯ࡢ௦⏝㸧ࠊᑓỴฎศ㛵ࠊࡇࡿࡍ�
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� � ッ≧ෆᐜ㛵ࡿࡍἲᚊࡸ᮲ୖࠊୗỈ㐨⟬ฟ᰿ᣐࡓࡋᩱ㔠⾲�

� 3��㹼3��� ዎ⣙࣭チྍ㛵ࠊࡇࡿࡍ㈤㈚≀௳ࡢᖹ㠃ᅗࠊෆᐜド᫂㸦ㄳồពᛮࡢᢸಖ㸧ᢡ⾪➼⤒㐣グ㘓�

� 3��㹼3��� ᙉไᇳ⾜⏦❧᭩㸦ᘓ≀᫂Ώࡢࡋᐇ⌧ࠊ㏦㐩ドุ᫂Ỵᩥᇳ⾜ᩥࠊᇳ⾜ᐁ౫㢗㸧�

� 3��㹼3��� ᑓỴฎศࡢ㆟ሗ࿌ࠊᥦㄝ᫂㸦ᆅ᪉⮬ἲ➨ ��� ᮲➨ �㡯㸧� 3��࣭��㸭ᇳ⾜ᐁண⣡㔠�

�

࠙ᇳ⾜㈝⏝㢠☜ᐃฎศࡢ⏦❧࡚㸦ᇳ⾜ᐁண⣡㔠ᅇࠚ㸧 �

�

67(3�� 3�� ᇳ⾜㈝⏝࠼⪄ࡢ᪉ࠊẸᇳ⾜ἲᢤ⢋�

� 3�㹼3�� ᙉไᇳ⾜⏦ࡽ࡚❧ࡋ⤖ࡢ࡛ࡲࡿ⮳㈝⏝㸦ィ⟬᭩㸧ࢆㅞᮏྲྀ࡚ࡋᚓ㸦⌧㔠㸯㸳㸮㸧�

� 3�㹼3��� ᇳ⾜㈝⏝㢠☜ᐃฎศࡢ⏦❧࡚㸦ッ≧ྠᵝドᣐࡀᚲせࠊ㐣ཤࡢ᭩㢮ࡋ⌮ᩚࢆῧ㸧�

� 3��㹼3��� മົྡ⩏ᇳ⾜ᩥࠊ㏦㐩ド᫂᭩ྲྀࢆᚓ�

� 3��� ᘓ≀᫂Ώ➼ㄳồᙜཎ࿌௦⌮ே࡛࠸࡞⪅㸦ே␗ື࡛࡞㸧ࡀᡭ⥆ࡢࡁሙྜጤ௵≧ࡀᚲせ�

�

࠙ከ㔜മົ⪅ࡢᩆ῭മᶒᅇࠚ�

�

67(3�� 3�� �ࡿ࠼ഛཱྀ࡚❆

� 3�� 㢳ၥᘚㆤኈ↷ࡓࡋෆᐜ㸦ἲᐃᩚ⌮ᚋࡢമᶒྲྀᢅ࠸㸧�

� 3�㹼3�� ௵ពᩚ⌮ࡵࡓࡿࡆ⧄ከ㔜മົ⪅ࡢᡭඖࡿ࠶ᾘ㈝⪅㔠⼥㛵ಀ୍ษཬࡪ᭩㢮ࡿࡏࡉࡵ⧳ࢆ�

� 3�㹼3��� ᘚㆤኈࠊ௵ཷࡀᾘ㈝⪅㔠⼥ྲྀࡽᘬᒚṔࡢ㛤♧ࢆồࡿࡵ→ㄳồ㸦ゎ࣭ッࡢ࠼ᥦ㉳㸧→ධ㔠�

� 3��㹼3��� බ㔠മᶒᅇከ㔜മົ⪅ᩚ⌮ࢆἲᘐྠ࡚࡞࠺ࡼ࠺⾜ሙྜ㸦ణࡋ㐲㝸ᆅࡢሙྜ㸧�

� 3��� ᝏពࡿࡼ◚⏘ᡭ⥆ࢆࡁそࡢࡵࡓࡍពぢ᭩㸦⤖ᯝࠊุᐁࡣỴᐃࢆそ࠸࡞ࡉ㸧�

�

࠙ᾘ㈝⪅㔠⼥ࡀከ㔜മົ⪅ࢆッࡿ࠼ෆᐜࡢッ≧㸦ࣝࣉࣥࢧ㸧ື⏘⦅ࠚ�

�

㸦ࣛࢧ㔠࡞┦ᡭࡢࡵࡓࡿ▱ࢆᩍᮦ࣭࣭࣭࡚ࡋከ㔜മົ⪅ᩆ῭⦅㸦ኻᩋㄯ㸧㸧�

67(3�� 3�㹼3��� ッࡢ࠼ᥦ㉳㸦ッ≧㸧ࣝࣉࣥࢧ�

� 3��� �ࣝࣉࣥࢧദ࿌᭩ࡿࡍ㏦ࡀ࡞㔠ࣛࢧ

� 3��㹼3��� ࢇࡔࡃ 3�㹼3�� �Ỵุࡢ

� 3��㹼3��� ◚⏘ᘚㆤேࡀẸືࡿࡅ࠾⏘ᇳ⾜ᩋࡓࢀ▐㛫㸦ᡤ᭷ᶒ␃ಖ࣭࣭࣭ࡢ࡞➻ࡓࡗ↓ࡀ㸧�

�

� � 㸦ୖグࡢ⤒㐣㸧�

� � ձཎ࿌ᾘ㈝⪅㔠⼥ࡀ㏻ᖖุࢆồࠊࡵ᪤ᘚㄽᮇ᪥ࡀỴࡓ࠸࡚ࡗࡲ㸦⿕࿌ղࡢከ㔜മົ⪅㸧�

� � ղᕷ⏫ᮧ⫋ဨࡀᮍ㔠ᅇࡵࡓࡢ⣡⪅ᢡ⾪ࠊከ㔜മົ⪅ุ᫂ࡿࡍ㸦ᩆ῭㌿ࡿࡌ㸧�

� � ճከ㔜മົࡕ࠺ࡢ㌴࣮ࣥࣟࡢമᶒࡓ࠸࡚ࢀࡲྵࡀ㸦ձᘚㄽᮇ᪥ࡢỴࡓࡗࡲമᶒ㸧�

� � մᕷ⏫ᮧ⫋ဨࡀᘚㆤኈࠊࡂ⧄ᘚㆤኈࡀ◚⏘௳ཷࢆ௵�

� � մᘚㆤኈཷࠊࡀ௵㏻▱ࢆᾘ㈝⪅㔠⼥ᑐࡋ㏦�

� � յᾘ㈝⪅㔠⼥ 96 ከ㔜മົ⪅ཱྀࡀ㢌ᘚㄽࡢᮇ᪥ࢆ㏄ࡿ࠼㸦⿕࿌ฟ㢌ุ࡚Ỵ㸧�

� � նཎ࿌ᾘ㈝⪅㔠⼥ࡀമົྡ⩏ᇶ࡙ືࡁ⏘ᇳ⾜ࡢ⏦❧࡚�

� � շᇳ⾜ุᡤᇳ⾜ᐁືࡀ⏘ᇳ⾜�

� � ոᡤ᭷ᶒ␃ಖືࡎࡽࢃࡶ࠸࡞ࡀ⏘㸦⮬ື㌴㸧ࡣᘬࢀࡽࡆୖࡁ⌧㔠�

� � չ� ոࡀ⌧㔠ุࢀࡉỴࡿ࠶ṧඖ㔠ᙜࠊ㊊ศࢆࡧㄳồ�

� � պ㐃ᖏಖドே㣕ࡧⅆࡿࡍ㸦㐃ᖏಖドேࡣከ㔜മົ⪅㸦௵ពᩚ⌮୰㸧ࠊ⤥ධࡾ࠶㸧�

� � ջ㐣ཤࠊ࡚࠸࠾♧ุࡢ௵ពᩚ⌮୰⤥ࢆᢲ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚࠼ࡉ㸟ࡿ࠶�

� � ջ௵ពᩚ⌮࡚ᅇࡓࡋ㐣ᡶ㔠ࡽ⮬ື㌴ࡢṧമ࡚Ύ⟬�

�

� � ͤぶᏊ࡛ከ㔜മົ⪅ࠊẕぶࡀ௵ពᩚ⌮ࠊፉࡀἲᐃᩚ⌮ࠊẕぶࡀፉࡢ㐃ᖏಖドே�

� �
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第８回　事例研究２　私債権及び非強制徴収公債権にかかる整理回収プログラムについて

࠙ᑓỴฎศࡢጤ௵࡚࠸ࡘࠚ

㹏㸯ە

ᆅ᪉⮬ἲไᐃࡁࡢ㸪ࡀࡇ࡞࠺ࡼࡢၥ㢟ࠋࡓࡗ࡞

㸿㸯ە

ᡓ๓ࡣ㸪㛗ࡣ㆟ࡽጤ௵ࡓࢀࡉ㡯ࢆᑓỴฎศ࡛ࠋࡓࡋࡲࡁෆົ┬ࡣ㸰㸰ᖺࡢᆅ᪉⮬ἲไᐃࡢཎ࡛ᡓ๓ࡢࡽ

ไᗘࢆ㋃くࡋ㸪ࡢࡑࠕ㆟Ỵࡿࡼጤ௵ࠖࡾࡼ㛗ࡀᑓỴฎศ࡛ࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡋࡇࡿࡁᑐࡋ㐃ྜᅜ⥲ྖ௧㒊㸦㹅㹆㹏㸧

ࡋࡲࢀࡉᨵṇ㸪⌧⾜᮲ᩥࡾࡼ㸪⾗㆟㝔ಟṇ㸪㈗᪘㝔ಟṇࢀධࡋ⏦┬ෆົ࠺ࡼࡿࡍᗫṆࢆᑓỴฎศไᗘࡿࡼ௵ጤࡣ

ࡍࠖࡢࡶࡓࡋᣦᐃ≉ࡾࡼ㆟Ỵࡢࡑࠕࡣ௵㸪ղጤࡿࡍ㡯ࠖ࡞⡆᫆ࠕࡣࡢࡿࡍ௵ጤࢆᑓỴ㸪ձ㛗ࡣಟṇෆᐜࠋࡓ

ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࡍࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋሗ࿌㆟ࠕࡣ㸪㛗ࡁࡓࡋ㸪ճᑓỴฎศࡿ

㹏㸰ە

ᑓỴฎศࢆጤ௵࡛ࠋࡿࡁ

㸿㸰ە

ἲ㸯㸵㸷᮲ࡢᑓỴฎศࡣ㸪ᮏ᮶㆟ࡢ㆟Ỵࢆせ୍ࡎࡽࢃࡶࡿ࠶࡛ࡁࡍᐃࡾࡼ⏤⌮ࡢ㆟Ỵࢆᚓࡵࡓ࠸࡞ࢀࡽ㛗ࡀ

௵ጤࢆࢀࡇࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ௵ጤࢆࡇࡿࡍᑓỴฎศ㛗ࡾࡼ㆟Ỵࡀ㆟ࡣ࡚࠸ࡘ㡯࡞㸪㍍᫆ࡀࡍ࡛ࡢࡶ࠺⾜

ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋつᐃ࠺ࡼࡢḟࡣᆅ᪉⮬ἲࠋࡍࡲ࠸࡛ࢇᑓỴฎศࡿࡼ

ᆅ᪉⮬ἲ➨㸯㸶㸮᮲➨㸯㡯

ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㆟Ỵࡢᶒ㝈ᒓࡿࡍ㍍᫆࡞㡯࡛㸪ࡢࡑ㆟Ỵ≉ࡾࡼᣦᐃࡣࡢࡶࡓࡋ㸪ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㛗࠾

ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍᑓỴฎศࢆࢀࡇ㸪࡚࠸

ྠἲ� 㸰㡯

๓㡯ࡢつᐃࡾࡼᑓỴฎศࡣࡁࡓࡋࢆ㸪ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㛗ࡣ㸪ࢆࢀࡇ㆟ሗ࿌ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ

㹏㸱ە

ጤ௵࡛ࡿࡁ㡯ᇶ‽ࠋࡿ࠶ࡣ

㸿㸱ە

㛗ᑓỴฎศࢆጤ௵࡛ࡿࡁ㡯࡚࠸ࡘ㸪ἲࠕࡣ㆟ࡢᶒ㝈ᒓࡿࡍ㍍᫆࡞㡯ࠖつᐃࡍࡲ࠸࡚ࡋ㸦ἲ㸯㸶㸮᮲㸧ࠋ㍍᫆

ࠋࡍࡲࡾ࡞ࡇࡿࡍᣦᐃලయⓗ࡚ࡋ຺ࢆ➼㈈ᨻつᶍ㸪ேཱྀࡢ㸪ᙜヱᅋయ࡛ࡢࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ‽ᇶ㡯࡞

ᚲせࡀࡇࡿ࠶㡯࡛࡞㍍᫆ᐈほⓗࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡁㄆᐃ࡛㍍᫆ࡶ㡯࡛࡞࠺ࡼࡢࡤࢀࡍࢆ㆟Ỵࡣሙྜ㸪㆟ࡢࡇ

ࠋࡍ࡛

㹏㸲ە

ᑓỴฎศጤ௵ࡢ㆟ࡣᅋయពᛮ㸪ᶵ㛵ពᛮࠋࢀࡎ࠸ࡢ

㸿㸲ە

㆟ࡢᶒ㝈୍ࡢ㒊࡚࠸ࡘ㛗ᑐࡋᑓỴฎศࢆࡇࡿࡍㄆࡽࡍ࡛ࡢࡶࡿࡵ㸪ጤ௵ࡢ㆟ࡣᶵ㛵ពᛮỴᐃ㆟࡛ࠋࡍỴ㆟

ࡢᙧᘧ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸ࡼࡀἲ㸯㸯㸰᮲࡛ᐃࠕࡿࡵ㆟ဨࡢᐃᩘࡢඵศ୍ࡢ௨ୖࡢ⪅࡛ࠖ ۑࠕࡿࡵ㆟つ๎࡛ᐃࡃ࡞

ே௨ୖࡢ㈶ᡂ⪅ࡶ㐃᭩࡚ࠖࡋ㆟㛗ᥦฟࠋࡍࡲࡾ࡞ࡇࡿࡍ

㹏㸳ە

ጤ௵ࡢᥦᶒࡣ㆟ဨ㸪㛗ࠋࡢࡿ࠶ࡽࡕࡢ

㸿㸳ە

㆟ࡢࡑࡀᶒ㝈୍ࡢ㒊ࢆ㛗ጤ௵ࡽࡍ࡛ࡢࡿࡍ㸪࡞࠺ࡼࡢ㡯ࢆጤ௵ࡢࡿࡍᥦᶒࡣ㆟ဨᑓᒓࠋࡍࡲࡋ㛗ࡣᥦ

ᶒࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣᥦᶒࡢᡤᅾ࡚࠸ࡘ㸪㛵ಀ᮲ᩥࡀձࠕᆅ᪉බඹᅋయ࣭࣭࣭ࠖࡣつᐃࡣࡁࡿ࠸࡚ࡋ㛗㆟ᥦ

ᶒࠋࡿ࠶ࡀղࠕ㛗࣭࣭࣭ࠖࡣつᐃࡣࡁࡿ࠸࡚ࡋ㛗ᥦᶒࡀᑓᒓࠋࡿࡍճࠕ㆟࣭࣭࣭ࠖࡣつᐃࡣࡁࡿ࠸࡚ࡋ

㆟ဨᥦᶒࡀᏑ⥆୍ࡿࡍ⯡ⓗゎࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉἲ㸯㸶㸮᮲ࡣձࡽճ┦ᙜࡿࡍつᐃࡀࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗ࡞㸪⮬ࡢࡽ

ᶒ㝈ࢆጤ௵ࡽࡍ࡛ࡢࡿࡍ㸪㆟ဨᥦᶒࡀᑓᒓࡢࡶࡿࡍゎ࠾࡞ࠋࡍࡲࢀࡉ㸪ጤ௵㆟ࡢⓎᶒࡣ㆟ဨ㛗ࡢ᪉࠶

ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶぢゎࡢࡿ

㹏㸴ە

㛗ࡣᑓỴࡢጤ௵ࢆせㄳ࡛ࠋࡿࡁ

㸿㸴ە

ᑓỴጤ௵ࡢᥦᶒࡣ㆟ဨᑓᒓ࡛ࡢࡍࡲࡋ㸪㛗ࡣጤ௵ࢆᕼᮃࡿࡍ㡯ࡿ࠶ࡀሙྜ㸪㆟ᑐࢆ⏤⌮ࡋ᫂♧࡚ࡋጤ௵ࢆせㄳ

ࡋ༠㆟ࡋㅎၥ㆟㐠Ⴀጤဨࢆෆᐜࡢせㄳࡣ㸪㆟㛗ࡀࡍࡲࢀࢃ⾜࡚ࡋᑐ㆟㛗ࡽ㛗ࡣせㄳࡢࡇࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸ࡼࡤࢀࡍ

㸪㆟㐠Ⴀጤࡽ࡞ࡿࡍᢎࢆ㒊୍ࡣࡓࡲ㒊ࡢෆᐜࡢձせㄳ௬ࠋࡍࡲࡾ࡞ࡇࡿࡍᑐᛂࡁᇶ࡙ᯝ⤖ࡢࡑ㸪࠸ࡽࡶ࡚

ဨࡢ㆟ဨࡀᑓỴጤ௵ࡢ㆟ࢆᥦࡿࡍ㸪ղせㄳࡢෆᐜྠពࡣࡁࡢ㸪㆟㛗ࡢࡇࡀ᪨ࢆ㛗ఏࠋࡍࡲࡾ࡞ࡇࡿ࠼

⾜ᨻᐇࠕࡣ㛗ࡣ㸪㆟㛗ᑐ࡚ࡋ௳ࢆ᫂♧࡚ࡋ㆟Ỵࢆ౫㢗ࠖࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ㏙ࠋࡍࡲ࠸࡚

㸦㆟ົᒁࡽ᭩⡠ࢆ⏝ୖࡋグࢆᢤ⢋ࡍࡲࡾ࠾㸧
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�ۑ ᆅ᪉⮬ἲ㸦ᑓỴฎศ㛵ࡿࡍᢤ⢋㸧�

�

➨༑භ᮲�� ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㆟ࠊࡣḟᥖࡿࡆ௳ࢆ㆟Ỵࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ��

୍�� ᮲ࢆタࡅཪࡣᨵᗫࠋࡇࡿࡍ��

�� ண⟬ࢆᐃࠋࡇࡿࡵ��

୕�� Ỵ⟬ࢆㄆᐃࠋࡇࡿࡍ��

ᅄ�� ἲᚊཪࢀࡇࡣᇶ࡙ࡃᨻ௧つᐃࢆࡢࡶࡿࡍ㝖ࠊࡃᆅ᪉⛯ࡢ㈿ㄢᚩཪࡣศᢸ㔠ࠊ⏝ᩱࠊຍධ㔠ⱝࡣࡃࡋᡭᩘᩱ

��ࠋࡇࡿࡍ㛵ᚩࡢ

�� ��ࠋࡇࡿࡍ⤖⥾ࢆዎ⣙ࡿࡵ᮲࡛ᐃ࠸ᚑ‽ᇶࡿࡵᨻ௧࡛ᐃ࡚࠸ࡘ㔠㢠ࡧ㢮ཬ✀ࡢࡑ

භ�� ᮲࡛ᐃࡿࡵሙྜࢆ㝖ࠊࡃ㈈⏘ࢆࠊࡋฟ㈨ࡢ┠ⓗࠊࡋⱝࡣࡃࡋᨭᡶᡭẁ࡚ࡋ⏝ࠊࡋཪࡣ㐺ṇ࡞ᑐ౯ࡃ࡞

��ࠋࡇࡿࡅࡋ㈚ࡣࡃࡋⱝࠊࡋㆡΏࢆࢀࡇ࡚ࡋ

�� ື⏘ࢆಙクࠋࡇࡿࡍ��

ඵ�� ๓ྕᐃࢆࡢࡶࡿࡵ㝖ࡢࡑࠊࡃ✀㢮ཬࡧ㔠㢠࡚࠸ࡘᨻ௧࡛ᐃࡿࡵᇶ‽ᚑ࠸᮲࡛ᐃࡿࡵ㈈⏘ྲྀࡢᚓཪࡣฎศ

��ࠋࡇࡿࡍࢆ

�� ㈇ᢸࡢࡁᐤ㝃ཪࡣ㉗ࠋࡇࡿࡅཷࢆ��

༑�� ἲᚊⱝࢀࡇࡣࡃࡋᇶ࡙ࡃᨻ௧ཪࡣ᮲ࡢู≉ᐃࡿ࠶ࡀࡵሙྜࢆ㝖ࠊࡃᶒࢆᨺᲠࠋࡇࡿࡍ��

༑୍�� ᮲࡛ᐃࡿࡵ㔜せ࡞බࡢタࡁࡘ᮲࡛ᐃࡿࡵ㛗ᮇࡘ⊂༨ⓗ࡞⏝ࠋࡇࡿࡏࡉࢆ��

༑�� ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢࡑࡀᙜ⪅࡛ࡿ࠶ᑂᰝㄳồࡢࡑࡢ᭹⏦❧࡚ࠊッࡢ࠼ᥦ㉳㸦ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢ⾜ᨻᗇࡢฎศ

ཪࡣỴ㸦⾜ᨻ௳ッゴἲ➨୕᮲➨㡯�つᐃࡿࡍฎศཪྠࡣ᮲➨୕㡯�つᐃࡿࡍỴࠋ࠺࠸ࢆ௨ୗࠊྕࡢࡇ➨ⓒ᮲

ἲ➨༑୍᮲➨୍㡯�㸦ྠἲ➨୕༑ඵ᮲➨୍㡯�㸦ྠྠࡿಀ㸧ࠋࡌྠ࡚࠸࠾㡯୕➨୕ࡢⓒ༑᮲➨ࡧⓒ༑᮲ཬ➨ࠊࡢ

ἲ➨ᅄ༑୕᮲➨㡯ࡿࡍ⏝‽࡚࠸࠾�ሙྜࠋࡴྵࢆ㸧ཪྠࡣἲ➨ᅄ༑୕᮲➨୍㡯ࡿࡍ⏝‽࡚࠸࠾�ሙྜࠋࡴྵࢆ㸧ࡢつᐃ

࠾㡯୕➨୕ࡢⓒ༑᮲➨ࡧⓒ༑᮲ཬ➨ࠊࡢⓒ᮲➨ࠊྕࡢࡇッゴ㸦௨ୗࡿࡍ࿌⿕ࢆᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡿࡼ

ࡣฎศཪࡢᨻᗇ⾜ࡢゎ㸦ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࠊ㸧ࠋࡃ㝖ࢆࡢࡶࡿಀ㸧ࠋ࠺࠸ッゴࠖࡿࡍ࿌⿕ࢆᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࠕ࡚࠸

Ỵಀࡿᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࢆ⿕࿌ࡿࡍッゴಀࢆࡢࡶࡿ㝖ࠋࡃ㸧ࠊࢇࡏࡘ࠶ࠊㄪཬࡧ௰㛵ࠋࡇࡿࡍ��

༑୕�� ἲᚊୖົ⩏ࡢࡑᒓࡿࡍᦆᐖ㈺ൾࡢ㢠ࢆᐃࠋࡇࡿࡵ��

༑ᅄ�� ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢ༊ᇦෆࡢබඹⓗᅋయ➼ࡢάືࡢ⥲ྜㄪᩚ㛵ࠋࡇࡿࡍ��

༑�� ��㡯ࡿࡍᒓᶒ㝈ࡢ㆟ࡾࡼ㸧ࠋࡴྵࢆ᮲ࡃᇶ࡙ࡽࢀࡇᨻ௧㸦ࡃᇶ࡙ࢀࡇࡣἲᚊཪࡢࡑ

�

➨ⓒ༑᮲�� ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㆟ࡀᡂ❧ࠊࡁ࠸࡞ࡋ➨ⓒ༑୕᮲ࡋࡔࡓ᭩ࡢሙྜ࠾࡞࡚࠸࠾㆟ࢆ㛤ࡁ࡛ࡀࡇࡃ

㛫ⓗవࡿࡍᣍ㞟ࢆ㆟ࡵࡓࡿࡍせࢆᛴ⥭≉࡚࠸ࡘ௳ࡁࡍ㆟Ỵࡢ㆟࡚࠸࠾㛗ࡢᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࠊࡁ࠸࡞

ᙜヱᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋࠊࡣࡁ࠸࡞ࡋ㆟Ỵࢆ௳ࡁࡍ㆟Ỵ࡚࠸࠾㆟ࡣཪࠊࡁࡿࡵㄆࡿ࠶࡛ࡽ᫂ࡀࡇ࠸࡞ࡀ⿱

యࡢ㛗ࡢࡑࠊࡣ㆟Ỵࡁࡍ௳ࢆฎศࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ��

��㸰ۑ ㆟ࡢỴᐃࡁࡍ௳㛵ࠊࡣ࡚ࡋ๓㡯ࡢࠋࡿࡼ��

��㸱ۑ ๓㡯ࡢつᐃࡿࡼฎ⨨ࠊࡣ࡚࠸ࡘᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㛗ࠊࡣḟࡢ㆟ࢆࢀࡇ࡚࠸࠾㆟ሗ࿌ࡢࡑࠊࡋᢎㄆࢆ

ồࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵ��

�

➨ⓒඵ༑᮲�� ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㆟ࡢᶒ㝈ᒓࡿࡍ㍍᫆࡞㡯࡛ࡢࡑࠊ㆟Ỵ≉ࡾࡼᣦᐃࠊࡣࡢࡶࡓࡋᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋ

యࡢ㛗ࢆࢀࡇࠊ࡚࠸࠾ᑓỴฎศࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ��

��㸰ۑ ๓㡯ࡢつᐃࡾࡼᑓỴฎศࠊࡣࡁࡓࡋࢆᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㛗ࢆࢀࡇࠊࡣ㆟ሗ࿌ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ��

�

�ۑ ㉥ᖹᕷࡿࡅ࠾ᑓỴฎศ㡯ࡢᣦᐃ࡚࠸ࡘ�

➨�⦅� ᇳ⾜ᶵ㛵㸦ᑓỴฎศ㡯ࡢᣦᐃ࡚࠸ࡘ㸧�

➨�⠇� ௦⌮࣭௦Ỵ➼�

��ᖺ�᭶��᪥�

㸦㆟Ỵ㸧�

ᨵṇ� ��ᖺ�᭶��᪥�

��ᖺ�᭶��᪥�

��ᖺ�᭶��᪥�

�࡚࠸ࡘᣦᐃࡢᑓỴฎศ㡯ۑ

�

ᆅ᪉⮬ἲ���ᖺἲᚊ➨��ྕ�➨���᮲➨�㡯ࡢつᐃࡾࡼᕷ㛗࡚࠸࠾ᑓỴฎศࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ㡯ࢆḟࡾ࠾ࡢ

ᣦᐃࠋࡿࡍ�

�� �ࠋࡇࡿࡍ㛵ゎࡢ‶��ᮍࡀ㔠㢠ࡢ௳�

�� ᕷႠఫᏯࡢ⟶⌮ୖᚲせ࡞ッࡢ࠼ᥦ㉳㸪ゎ㸪᩷᪕㸪ㄪཬࡧ௰㛵ࠋࡇࡿࡍ�

�� �ࠋࡇࡿࡵᐃࢆ㢠ࡢᦆᐖ㈺ൾࡿࡍᒓົ⩏ࡢࡑἲᚊୖࡢ‶��ᮍࡀ㔠㢠ࡢ௳�

�� Ꮠྡᆅ␒ᩚഛࡾࡼᏐࡢ༊ᇦཬࡢ⛠ྡࡧኚ᭦࡚࠸ࡘ㆟ࡢ㆟Ỵࢆ⤒࡚▱ࡀ࿌♧ࡓࡋࢆ㡯࡛㸪᮲୰࡚࠸࠾බࡢ

タ➼ࡢ⨨ཬࡧሙᡤᩚࡢഛ୍ࡢࡵࡓࡢ㒊ࢆᨵṇࡿࡍ᮲㛵ࠋࡇࡿࡍ�
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第
８
回

第８回　事例研究２　私債権及び非強制徴収公債権にかかる整理回収プログラムについて

䕿 ⾲♧䛻䛴䛔䛶
බႠఫᏯἲ䞉ᕷႠఫᏯ᮲䞉ᕷႠఫᏯ᮲⾜つ๎䛻䜘䜛

බႠఫᏯἲ䞉ᕷႠఫᏯ᮲䞉ᕷႠఫᏯ᮲⾜つ๎䛻䜘䜛䚷

䕿ᆅ⮬ἲ䛻‽ᣐ䚷䠄⥲ົ┬䠅
䕿Ẹἲ䛻䛶‽ᣐ䚷䠄ᅜ┬䞉ୗ⣭ᑂ䠅
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